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１ 実施計画 
 

空家等対策計画（第３期） 

空き家対策総合実施計画 ※現在、作成中です。 

計画期間内に実施する空家の除却等の施策を整理し、進捗を管理するため、実施計画を作成し
ます。なお、実施内容や実施年度については見込みであり、空家等の現況や予算配分等により変
更となる場合があります。 

また、当該実施計画については、「住宅市街地総合整備事業制度要綱」（平成 16 年 4 月 1 日国住
第 350 号国土交通省事務次官通知）に規定する「空き家対策総合実施計画」に位置付けます。 

  

市営住宅長寿命化計画 

計画修繕・改善事業実施計画 

計画期間内に実施する計画修繕・改善・建替等の事業を整理し、進捗を管理するため、実施計画
（事業実施予定一覧）を作成します。なお、実施内容や実施年度については見込みであり、建物の
状態や予算配分等により前後する場合があります。 
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２ 法令等 

住生活基本計画 

住生活基本法 

平成十八年法律第六十一号 
住生活基本法 
目次 
第一章 総則（第一条―第十条） 
第二章 基本的施策（第十一条―第十四条） 
第三章 住生活基本計画（第十五条―第二十条） 
第四章 雑則（第二十一条・第二十二条） 
附則 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、
並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現
を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の
安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国⺠生活の安定向上
と社会福祉の増進を図るとともに、国⺠経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 
（定義） 
第二条 この法律において「住生活基本計画」とは、第十五条第一項に規定する全国計画及び第十
七条第一項に規定する都道府県計画をいう。 
２ この法律において「公営住宅等」とは、次に掲げる住宅をいう。 
一 公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第二号に規定する公営住宅（以下単に「公
営住宅」という。） 
二 住宅地区改良法（昭和三十五年法律第八十四号）第二条第六項に規定する改良住宅 
三 独立行政法人住宅金融支援機構が貸し付ける資金によって建設、購入又は改良が行われる住宅 
四 独立行政法人都市再生機構がその業務として賃貸又は譲渡を行う住宅 
五 前各号に掲げるもののほか、国、政府関係機関若しくは地方公共団体が建設を行う住宅又は国
若しくは地方公共団体が補助、貸付けその他の助成を行うことによりその建設の推進を図る住宅 
（現在及び将来における国⺠の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等） 
第三条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、我が国における近年の急速な
少子高齢化の進展、生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、住宅の需
要及び供給に関する⻑期見通しに即し、かつ、居住者の負担能⼒を考慮して、現在及び将来におけ
る国⺠の住生活の基盤となる良質な住宅の供給、建設、改良又は管理（以下「供給等」という。）が
図られることを旨として、行われなければならない。 
（良好な居住環境の形成） 
第四条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化その
他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住⺠が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住
環境の形成が図られることを旨として、行われなければならない。 



（居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進） 
第五条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、⺠間事業者の能⼒の活⽤及び
既存の住宅の有効利⽤を図りつつ、居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係るサービ
スの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られることを旨として、行われなければならない。 
（居住の安定の確保） 
第六条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、住宅が国⺠の健康で文化的な
生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する
家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られることを旨として、行わ
れなければならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 
第七条 国及び地方公共団体は、第三条から前条までに定める基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す
る。 
２ 国は、基本理念にのっとり、住宅の品質又は性能の維持及び向上に資する技術に関する研究開
発を促進するとともに、住宅の建設における木材の使⽤に関する伝統的な技術の継承及び向上を図
るため、これらの技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるものとする。 
３ 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、住生活の安定の確保及び
向上の促進に関し、国⺠の理解を深め、かつ、その協⼒を得るよう努めなければならない。 
（住宅関連事業者の責務） 
第八条 住宅の供給等を業として行う者（以下「住宅関連事業者」という。）は、基本理念にのっと
り、その事業活動を行うに当たって、自らが住宅の安全性その他の品質又は性能の確保について最
も重要な責任を有していることを自覚し、住宅の設計、建設、販売及び管理の各段階において住宅
の安全性その他の品質又は性能を確保するために必要な措置を適切に講ずる責務を有する。 
２ 前項に定めるもののほか、住宅関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当
たっては、その事業活動に係る住宅に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。 
（関係者相互の連携及び協⼒） 
第九条 国、地方公共団体、公営住宅等の供給等を行う者、住宅関連事業者、居住者、地域において
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者その他の関係者は、基本理念にのっとり、現在及
び将来の国⺠の住生活の安定の確保及び向上の促進のため、相互に連携を図りながら協⼒するよう
努めなければならない。 
（法制上の措置等） 
第十条 政府は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を実施するために必要な法制上、
財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。 
第二章 基本的施策 
（住宅の品質又は性能の維持及び向上並びに住宅の管理の合理化又は適正化） 
第十一条 国及び地方公共団体は、国⺠の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の供
給等が図られるよう、住宅の地震に対する安全性の向上を目的とした改築の促進、住宅に係るエネ
ルギーの使⽤の合理化の促進、住宅の管理に関する知識の普及及び情報の提供その他住宅の安全性、
耐久性、快適性、エネルギーの使⽤の効率性その他の品質又は性能の維持及び向上並びに住宅の管
理の合理化又は適正化のために必要な施策を講ずるものとする。 
（地域における居住環境の維持及び向上） 
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第十二条 国及び地方公共団体は、良好な居住環境の形成が図られるよう、住⺠の共同の福祉又は
利便のために必要な施設の整備、住宅市街地における良好な景観の形成の促進その他地域における
居住環境の維持及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。 
（住宅の供給等に係る適正な取引の確保及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備） 
第十三条 国及び地方公共団体は、居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係るサービ
スの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られるよう、住宅関連事業者による住宅に関する正
確かつ適切な情報の提供の促進、住宅の性能の表示に関する制度の普及その他住宅の供給等に係る
適正な取引の確保及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備のために必要な施策を講ずるものと
する。 
（居住の安定の確保のために必要な住宅の供給の促進等） 
第十四条 国及び地方公共団体は、国⺠の居住の安定の確保が図られるよう、公営住宅及び災害を
受けた地域の復興のために必要な住宅の供給等、高齢者向けの賃貸住宅及び子どもを育成する家庭
向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 
第三章 住生活基本計画 
（全国計画） 
第十五条 政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策その他の住生活の安定の確保及
び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国⺠の住生活の安定の確保及び
向上の促進に関する基本的な計画（以下「全国計画」という。）を定めなければならない。 
２ 全国計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 計画期間 
二 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針 
三 国⺠の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標 
四 前号の目標を達成するために必要と認められる住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施
策であって基本的なものに関する事項 
五 東京都、大阪府その他の住宅に対する需要が著しく多い都道府県として政令で定める都道府県
における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進に関する事項 
六 前各号に掲げるもののほか、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計
画的に推進するために必要な事項 
３ 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 
４ 国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、イ
ンターネットの利⽤その他の国土交通省令で定める方法により、国⺠の意見を反映させるために必
要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の⻑に協議し、社会資本整備審議会及び都道府県の意見
を聴かなければならない。 
５ 国土交通大臣は、全国計画について第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公
表するとともに、都道府県に通知しなければならない。 
６ 前三項の規定は、全国計画の変更について準⽤する。 
（全国計画に係る政策の評価） 
第十六条 国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成十三年法律第八十六号）
第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、全国計画を定めなけれ
ばならない。 
２ 国土交通大臣は、前条第五項（同条第六項において準⽤する場合を含む。）の規定による公表の



日から二年を経過した日以後、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項の実施計画を
初めて定めるときは、同条第二項第一号の政策として、全国計画を定めなければならない。 
（都道府県計画） 
第十七条 都道府県は、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における住⺠の住生活の安定の
確保及び向上の促進に関する基本的な計画（以下「都道府県計画」という。）を定めるものとする。 
２ 都道府県計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 計画期間 
二 当該都道府県の区域内における住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基
本的な方針 
三 当該都道府県の区域内における住⺠の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標 
四 前号の目標を達成するために必要と認められる当該都道府県の区域内における住生活の安定の
確保及び向上の促進に関する施策に関する事項 
五 計画期間における当該都道府県の区域内の公営住宅の供給の目標量 
六 第十五条第二項第五号の政令で定める都道府県にあっては、計画期間内において住宅の供給等
及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域に関する事項 
七 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内における住生活の安定の確保及び向上の促
進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 
３ 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、あらかじめ、インターネットの利⽤その
他の国土交通省令で定める方法により、住⺠の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努
めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならない。この場合において、地
域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成十七年法律第七
十九号）第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域
住宅協議会の意見を聴かなければならない。 
４ 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、あらかじめ、第二項第五号に係る部分に
ついて、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 
５ 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。 
６ 都道府県計画は、国土形成計画法（昭和二十五年法律第二百五号）第二条第一項に規定する国
土形成計画及び社会資本整備重点計画法（平成十五年法律第二十号）第二条第一項に規定する社会
資本整備重点計画との調和が保たれたものでなければならない。 
７ 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国
土交通大臣に報告しなければならない。 
８ 第三項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準⽤する。 
（住生活基本計画の実施） 
第十八条 国及び地方公共団体は、住生活基本計画に即した公営住宅等の供給等に関する事業の実
施のために必要な措置を講ずるとともに、住生活基本計画に定められた目標を達成するために必要
なその他の措置を講ずるよう努めなければならない。 
２ 国は、都道府県計画の実施並びに住宅関連事業者、まちづくりの推進を図る活動を行うことを
目的として設立された特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定
非営利活動法人、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十条の二第一項に規定する
地縁による団体その他の者（以下この項において「住宅関連事業者等」という。）が住生活基本計画
に即して行う住生活の安定の確保及び向上の促進に関する活動を支援するため、情報の提供、住宅
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関連事業者等が住宅の供給等について講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定
その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
３ 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び土地開発
公社は、住宅の供給等又は住宅地の供給に関する事業を実施するに当たっては、住生活基本計画に
定められた目標の達成に資するよう努めなければならない。 
（関係行政機関の協⼒） 
第十九条 関係行政機関は、全国計画に即した住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の
実施に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備その他の施策の実施に関し、相互に協⼒
しなければならない。 
（資料の提出等） 
第二十条 国土交通大臣は、全国計画の策定又は実施のために必要があると認めるときは、関係行
政機関の⻑に対し、必要な資料の提出を求め、又は当該行政機関の所管に係る公営住宅等の供給等
に関し意見を述べることができる。 
第四章 雑則 
（住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況の公表） 
第二十一条 国土交通大臣は、関係行政機関の⻑に対し、住生活の安定の確保及び向上の促進に関
する施策の実施状況について報告を求めることができる。 
２ 国土交通大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 
（権限の委任） 
第二十二条 この法律に規定する国土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限に
あっては国土交通省令で定めるところにより地方整備局⻑又は北海道開発局⻑にその一部を、厚生
労働大臣の権限にあっては厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局⻑にその全部又は一部を、
それぞれ委任することができる。 
附 則 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
（住宅建設計画法の廃止） 
第二条 住宅建設計画法（昭和四十一年法律第百号）は、廃止する。 
（政令への委任） 
第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め
る。  



市営住宅長寿命化計画 

公営住宅法 

昭和二十六年法律第百九十三号 
公営住宅法 
目次 
第一章 総則（第一条―第四条） 
第二章 公営住宅の整備（第五条―第十四条） 
第三章 公営住宅の管理（第十五条―第三十四条） 
第四章 公営住宅建替事業（第三十五条―第四十三条） 
第五章 補則（第四十四条―第五十四条） 
附則 
第一章 総則 
（この法律の目的） 
第一条 この法律は、国及び地方公共団体が協⼒して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅

を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することによ
り、国⺠生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（⽤語の定義） 
第二条 この法律において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
一 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 
二 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸

するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。 
三 公営住宅の建設 公営住宅を建設することをいい、公営住宅を建設するために必要な土地の

所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること（以下「公営住
宅を建設するための土地の取得等」という。）を含むものとする。 

四 公営住宅の買取り 公営住宅として低額所得者に賃貸するために必要な住宅及びその附帯施
設を買い取ることをいい、その住宅及び附帯施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又
は土地の賃借権を取得すること（以下「公営住宅を買い取るための土地の取得」という。）を含むも
のとする。 

五 公営住宅の建設等 公営住宅の建設又は公営住宅の買取りをいう。 
六 公営住宅の借上げ 公営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施

設を賃借することをいう。 
七 公営住宅の整備 公営住宅の建設等又は公営住宅の借上げをいう。 
八 公営住宅の供給 公営住宅の整備及び管理をすることをいう。 
九 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要

な施設で国土交通省令で定めるものをいう。 
十 共同施設の建設 共同施設を建設することをいい、共同施設を建設するために必要な土地の

所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること（以下「共同施
設を建設するための土地の取得等」という。）を含むものとする。 
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十一 共同施設の買取り 共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を
買い取ることをいい、その施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を
取得すること（以下「共同施設を買い取るための土地の取得」という。）を含むものとする。 

十二 共同施設の建設等 共同施設の建設又は共同施設の買取りをいう。 
十三 共同施設の借上げ 共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を

賃借することをいう。 
十四 共同施設の整備 共同施設の建設等又は共同施設の借上げをいう。 
十五 公営住宅建替事業 現に存する公営住宅（第七条第一項又は第八条第一項若しくは第三項

の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。）を除却し、又は現に存する公営
住宅及び共同施設（第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による国
の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。）を除却するとともに、これらの存していた土地
（以下この号において「公営住宅等の存していた土地」という。）の全部若しくは一部の区域に、新
たに公営住宅を建設し、若しくは新たに公営住宅及び共同施設を建設する事業（新たに建設する公
営住宅又は新たに建設する公営住宅及び共同施設と一体の公営住宅又は共同施設を当該区域内の土
地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。）又は公営住宅等の存していた土地に近接する土地
に、新たに当該除却する公営住宅に代わるべき公営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する公
営住宅及び共同施設に代わるべき公営住宅及び共同施設を建設する事業（複数の公営住宅の機能を
集約するために行うものに限る。）でこの法律で定めるところに従つて行われるものをいい、これに
附帯する事業を含むものとする。 

十六 事業主体 公営住宅の供給を行う地方公共団体をいう。 
（公営住宅の供給） 
第三条 地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和す

るため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。 
（国及び都道府県の援助） 
第四条 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政

上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。 
２ 都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政上及

び技術上の援助を与えなければならない。 
第二章 公営住宅の整備 
（整備基準） 
第五条 公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備

基準に従い、行わなければならない。 
２ 事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体

が条例で定める整備基準に従い、これに併せて共同施設の整備をするように努めなければならない。 
３ 事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火性能を有する構造のものとするように努めなけれ

ばならない。 
第六条 削除 
（公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助） 
第七条 国は、事業主体が住生活基本法（平成十八年法律第六十一号）第十七条第一項に規定す

る都道府県計画（以下単に「都道府県計画」という。）に基づいて公営住宅の建設等をする場合にお
いては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費⽤（当該公営住宅の建設をする



ために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費⽤を含み、公営住宅を建設するための土
地の取得等に要する費⽤及び公営住宅を買い取るための土地の取得に要する費⽤を除く。以下この
条及び次条において同じ。）の二分の一を補助するものとする。 

２ 国は、事業主体が都道府県計画に基づいて共同施設の建設等（国土交通省令で定める共同施
設に係るものに限る。以下この条において同じ。）をする場合においては、予算の範囲内において、
当該共同施設の建設等に要する費⽤（当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公
営住宅の除却に要する費⽤を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費⽤及び共同
施設を買い取るための土地の取得に要する費⽤を除く。以下この条において同じ。）の二分の一を補
助することができる。 

３ 前二項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設等に要する費⽤又は共
同施設の建設等に要する費⽤が標準建設・買取費を超えるときは、標準建設・買取費を公営住宅の
建設等に要する費⽤又は共同施設の建設等に要する費⽤とみなす。 

４ 前項に規定する標準建設・買取費は、公営住宅の建設等に要する費⽤又は共同施設の建設等
に要する費⽤として通常必要な費⽤を基準として、国土交通大臣が定める。 

５ 地方公共団体が都道府県計画に基づいて公営住宅の建設等又は共同施設の建設等をする場合
において、次に掲げる交付金を当該公営住宅の建設等又は当該共同施設の建設等に要する費⽤に充
てるときは、当該交付金を第一項又は第二項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を
適⽤する。 

一 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第四十七条第二項の交付金 
二 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成十七年

法律第七十九号）第七条第二項の交付金 
三 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律（平成十九年法律第五十二号）第十九条第

二項の交付金 
四 沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第九十六条第二項の交付金 
（災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等） 
第八条 国は、次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居

住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要
する費⽤の三分の二を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の⼾数の三割に
相当する⼾数（第十条第一項又は第十七条第二項若しくは第三項の規定による国の補助に係る公営
住宅（この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。）で当該災害により滅失した住宅に居住
していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの⼾数を控除した⼾
数）を超える分については、この限りでない。 

一 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象により住宅が滅失した場合で、その滅失し
た⼾数が被災地全域で五百⼾以上又は一市町村の区域内で二百⼾以上若しくはその区域内の住宅⼾
数の一割以上であるとき。 

二 火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した⼾数が被災地全域で二百⼾以上又は一市町
村の区域内の住宅⼾数の一割以上であるとき。 

２ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準⽤する。 
３ 国は、災害（火災にあつては、地震による火災に限る。）により公営住宅又は共同施設が滅失

し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅
若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設に要する費⽤
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（当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費⽤を含み、
公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費⽤を除く。以下この条において同じ。）、当該共
同施設の建設に要する費⽤（当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の
除却に要する費⽤を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費⽤を除く。以下この
条において同じ。）若しくはこれらの補修（以下「災害に基づく補修」という。）に要する費⽤又は公
営住宅等を建設するための宅地の復旧（公営住宅又は共同施設を建設するために必要な土地を宅地
として復旧するための土地の造成をいう。以下同じ。）に要する費⽤の二分の一を補助することがで
きる。 

４ 前項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設に要する費⽤若しくは共
同施設の建設に要する費⽤、災害に基づく補修に要する費⽤又は公営住宅等を建設するための宅地
の復旧に要する費⽤が、それぞれ、標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費を超えるときは、標
準建設費を公営住宅の建設に要する費⽤若しくは共同施設の建設に要する費⽤と、標準補修費を災
害に基づく補修に要する費⽤と、標準宅地復旧費を公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要す
る費⽤とみなす。 

５ 前項に規定する標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費は、それぞれ、公営住宅の建設
に要する費⽤若しくは共同施設の建設に要する費⽤、災害に基づく補修に要する費⽤又は公営住宅
等を建設するための宅地の復旧に要する費⽤として通常必要な費⽤を基準として、国土交通大臣が
定める。 

６ 地方公共団体が、福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第二十七条に規
定する特定帰還者（第十七条第三項及び第四項において単に「特定帰還者」という。）の帰還のため
の環境を整備し、又は同法第三十九条に規定する居住制限者（第十七条第三項及び第四項において
単に「居住制限者」という。）の生活の拠点を形成するために公営住宅の建設等をする場合において、
同法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金（第十七条第三項及び第四項におい
て単に「帰還・移住等環境整備交付金」という。）又は同法第四十六条第三項に規定する生活拠点形
成交付金（第十七条第三項及び第四項において単に「生活拠点形成交付金」という。）を当該公営住
宅の建設等に要する費⽤に充てるときは、当該帰還・移住等環境整備交付金又は当該生活拠点形成
交付金を第一項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適⽤する。 

（借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係る補助） 
第九条 事業主体は、公営住宅の借上げをする場合において、公営住宅として低額所得者に転貸

するために必要となる住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し、その費⽤の一部を補
助することができる。 

２ 事業主体は、共同施設の借上げをする場合において、共同施設として公営住宅の入居者の共
同の福祉のために必要となる施設の建設又は改良を行う者に対し、その費⽤の一部を補助すること
ができる。 

３ 国は、事業主体が都道府県計画に基づいて公営住宅の借上げをする場合において第一項の規
定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該住宅又はその附帯施設の建設又は
改良に要する費⽤のうち住宅の共⽤部分として国土交通省令で定めるものに係る費⽤（以下この条
及び次条において「住宅共⽤部分工事費」という。）に対して当該事業主体が補助する額（その額が
住宅共⽤部分工事費の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額）
に二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。 

４ 国は、事業主体が都道府県計画に基づいて共同施設の借上げをする場合において第二項の規



定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該施設の建設又は改良に要する費⽤
のうち国土交通省令で定める施設に係る費⽤（以下この条において「施設工事費」という。）に対し
て当該事業主体が補助する額（その額が施設工事費の三分の二に相当する額を超える場合において
は、当該三分の二に相当する額）に二分の一を乗じて得た額を補助することができる。 

５ 前二項の規定による国の補助金額の算定については、住宅共⽤部分工事費又は施設工事費が、
それぞれ、標準住宅共⽤部分工事費又は標準施設工事費を超えるときは、標準住宅共⽤部分工事費
を住宅共⽤部分工事費と、標準施設工事費を施設工事費とみなす。 

６ 前項に規定する標準住宅共⽤部分工事費又は標準施設工事費は、それぞれ、住宅若しくはそ
の附帯施設の建設若しくは改良に要する費⽤又は施設の建設若しくは改良に要する費⽤として通常
必要な費⽤を基準として、国土交通大臣が定める。 

（災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例） 
第十条 国は、第八条第一項各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した

住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又
はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し前条第一項の規定により補助金を交付するときは、
同条第三項の規定にかかわらず、住宅共⽤部分工事費に対して当該事業主体が補助する額（その額
が住宅共⽤部分工事費の五分の四に相当する額を超える場合においては、当該五分の四に相当する
額）に二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の⼾
数の三割に相当する⼾数（第八条第一項又は第十七条第二項若しくは第三項の規定による国の補助
に係る公営住宅（この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。）で当該災害により滅失した
住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの⼾数を
控除した⼾数）を超える分については、この限りでない。 

２ 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準⽤する。 
（国の補助の申請及び交付の手続） 
第十一条 事業主体は、第七条から前条までの規定により国の補助（第七条第五項又は第八条第

六項の規定により第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項の規定による国の補助とみなされ
るものを除く。）を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計画書及び工
事設計要領書を添えて、国の補助金の交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による提出書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の
交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。 

（都道府県の補助） 
第十二条 都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体

が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。 
（地方債についての配慮） 
第十三条 国は、事業主体が公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設す

るための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るため
の土地の取得に要する費⽤に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金
事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。 

（農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例） 
第十四条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法（昭和四十六年法律第三十二号）

第二条第一項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住
宅又はその附帯施設を建設し、当該住宅又はその附帯施設を事業主体に賃貸する場合においては、
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当該住宅又はその附帯施設が同条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、そ
の規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条
件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定
賃貸住宅とみなして、同法の規定を適⽤する。 

第三章 公営住宅の管理 
（管理義務） 
第十五条 事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的

に行うように努めなければならない。 
（家賃の決定） 
第十六条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の

収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同
種の住宅の家賃（次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。）以下で、政令で定めるとこ
ろにより、事業主体が定める。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第三十四条の
規定による報告の請求を行つたにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、
当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。 

２ 前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅（その敷地を含む。）の時価、修繕費、管理
事務費等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、事業主体が定める。 

３ 第一項に規定する入居者からの収入の申告の方法については、国土交通省令で定める。 
４ 事業主体は、公営住宅の入居者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第五条の二第一項

に規定する認知症である者、知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）にいう知的障害者
その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。第二十八条第四項において同じ。）が第一項
に規定する収入の申告をすること及び第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事
情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年
度、政令で定めるところにより、同条の規定による書類の閲覧の請求その他の国土交通省令で定め
る方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年
数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。 

５ 事業主体は、第一項又は前項の規定にかかわらず、病気にかかつていることその他特別の事
情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。 

６ 前各項に規定する家賃に関する事項は、条例で定めなければならない。 
（公営住宅の家賃に係る国の補助） 
第十七条 国は、第七条第一項若しくは第八条第三項の規定による国の補助を受けて建設若しく

は買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が
前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところにより、当該公
営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上二十年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範
囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に二
分の一を乗じて得た額を補助するものとする。 

２ 国は、第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅又は同項各号の一に該当する場合
において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをし
た公営住宅について、事業主体が前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政
令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上二十年以内で政令
で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入



居者負担基準額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、第八条第
一項各号の一に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得
者に転貸するため借上げをした公営住宅（第十条第一項の規定による国の補助に係るものを除く。）
にあつては、当該公営住宅の⼾数が当該災害により滅失した住宅の⼾数の三割に相当する⼾数（第
八条第一項又は第十条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅がある場合にあつては、これら
の⼾数を控除した⼾数）を超える分については、この限りでない。 

３ 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五十
号）第二十二条第一項の規定の適⽤を受け、若しくは特定帰還者に賃貸するため帰還・移住等環境
整備交付金を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠点形成交付金を充てて建設若しくは
買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により
滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅につ
いて、事業主体が前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、前項の規定にかか
わらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上二十年
以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃
の額から入居者負担基準額を控除した額に三分の二（最初の五年間は、四分の三）を乗じて得た額
を補助するものとする。ただし、同法第二十二条第一項に規定する政令で定める地域にあつた住宅
であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借
上げをした公営住宅にあつては、当該公営住宅の⼾数が当該災害により滅失した住宅の⼾数の五割
に相当する⼾数（同項の規定の適⽤を受けて建設又は買取りをする公営住宅がある場合にあつては、
その⼾数を控除した⼾数）を超える分については、この限りでない。 

４ 地方公共団体が、東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震
及びこれに伴う原子⼒発電所の事故による災害をいう。）により滅失した住宅に同日において居住し
ていた低額所得者又は特定帰還者若しくは居住制限者である低額所得者に転貸するため借上げをし
た公営住宅について、前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合において、当該公営住宅の
近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部又は一部に相当する額の帰
還・移住等環境整備交付金又は生活拠点形成交付金が交付されたときは、当該帰還・移住等環境整
備交付金又は生活拠点形成交付金を第二項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適
⽤する。 

５ 前各項に規定する入居者負担基準額は、入居者の収入、公営住宅の立地条件その他の事項を
勘案して国土交通大臣が定める方法により、毎年度、事業主体が定める。 

（敷金） 
第十八条 事業主体は、公営住宅の入居者から三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷

金を徴収することができる。 
２ 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認

めるときは、敷金を減免することができる。 
３ 事業主体は、第一項の規定により徴収した敷金の運⽤に係る利益金がある場合においては、

当該利益金を共同施設の整備に要する費⽤に充てる等公営住宅の入居者の共同の利便のために使⽤
するように努めなければならない。 

（家賃等の徴収猶予） 
第十九条 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があ

ると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 
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（家賃等以外の金品徴収等の禁止） 
第二十条 事業主体は、公営住宅の使⽤に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利

金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。 
（修繕の義務） 
第二十一条 事業主体は、公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに

給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生
じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によつて修
繕する必要が生じたときは、この限りでない。 

（入居者の募集方法） 
第二十二条 事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅

建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営
住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。 

２ 前項の規定による入居者の公募は、新聞、掲示等区域内の住⺠が周知できるような方法で行
わなければならない。 

（入居者資格） 
第二十三条 公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 
一 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこ

と。 
イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安

定を図る必要がある場合として条例で定める場合 入居の際の収入の上限として政令で定める金額
以下で事業主体が条例で定める金額 

ロ イに掲げる場合以外の場合 低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定
める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額 

二 現に住宅に困窮していることが明らかであること。 
（入居者資格の特例） 
第二十四条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四条第三項の規定による公営住宅の

⽤途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅
に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。 

２ 第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関
する法律第二十二条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅又は第八条第一項各号のいずれか
に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸する
ため借り上げる公営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日か
ら三年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。 

（入居者の選考等） 
第二十五条 事業主体の⻑は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の⼾数を超

える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定め
るところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならない。 

２ 事業主体の⻑は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当
該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなけれ
ばならない。 

第二十六条 削除 



（入居者の保管義務等） 
第二十七条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これ

らを正常な状態において維持しなければならない。 
２ 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し

てはならない。 
３ 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の⽤途を変更してはならない。ただし、事業主体の承認

を得たときは、他の⽤途に併⽤することができる。 
４ 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、事業主体

の承認を得たときは、この限りでない。 
５ 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に同居した親族（婚姻の届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）以外の者を同居させようとするとき
は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない。 

６ 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居
者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、
当該公営住宅に居住することができる。 

（収入超過者に対する措置等） 
第二十八条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において

政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならな
い。 

２ 公営住宅の入居者が前項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居してい
るときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第十六条第一項の規定にかかわらず、毎年度、入居者から
の収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定
めるところにより、事業主体が定める。 

３ 第十六条第三項、第五項及び第六項並びに第十九条の規定は、前項に規定する公営住宅の家
賃について準⽤する。 

４ 事業主体は、公営住宅の入居者が第二項の規定に該当する場合において同項に規定する収入
の申告をすること及び第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認め
るときは、第十六条第四項の規定及び第二項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の
家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条第四項の国土交通省令で定める方法により把握
した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。 

５ 第十六条第五項及び第六項並びに第十九条の規定は、前項に規定する公営住宅の家賃につい
て準⽤する。 

第二十九条 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き五年以上入居している場
合において最近二年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、
期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。 

２ 事業主体は、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を図るため
特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、公営
住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定めることができる。 

３ 第一項の政令で定める基準及び前項の条例で定める基準は、前条第一項の政令で定める基準
を相当程度超えるものでなければならない。 

４ 第一項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後
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の日でなければならない。 
５ 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営

住宅を明け渡さなければならない。 
６ 公営住宅の入居者が第一項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居して

いるときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第十六条第一項及び第四項並びに前条第二項及び第四
項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。 

７ 事業主体は、第一項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け
渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間
について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができ
る。 

８ 事業主体は、第一項の規定による請求を受けた者が病気にかかつていることその他条例で定
める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延⻑すること
ができる。 

９ 第十六条第五項及び第六項並びに第十九条の規定は、第六項に規定する家賃又は第七項に規
定する金銭について準⽤する。 

第三十条 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き三年以上入居しており、か
つ、第二十八条第一項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認める
ときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者の入居して
いる公営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、当該公営住
宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にす
るように特別の配慮をしなければならない。 

２ 前項の場合において、公共賃貸住宅（地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住
宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。第三十六条において同じ。）の管理者は、事業主体が行う措
置に協⼒しなければならない。 

第三十一条 事業主体が第二十四条第一項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居さ
せた場合における前三条の規定の適⽤については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又
は第四十四条第三項の規定による公営住宅の⽤途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居して
いた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。 

２ 事業主体が、第四十条第一項の規定により同項の規定による申出をした者を公営住宅建替事
業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における前三条の規定の適⽤については、そ
の者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新た
に整備された公営住宅に入居している期間に通算する。 

（公営住宅の明渡し） 
第三十二条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公

営住宅の明渡しを請求することができる。 
一 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 
二 入居者が家賃を三月以上滞納したとき。 
三 入居者が公営住宅又は共同施設を故意に毀き損したとき。 
四 入居者が第二十七条第一項から第五項までの規定に違反したとき。 
五 入居者が第四十八条の規定に基づく条例に違反したとき。 
六 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。 



２ 公営住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなけれ
ばならない。 

３ 事業主体は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請
求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の
額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭
を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の
住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。 

４ 前項の規定は、第一項第二号から第五号までの規定に該当することにより事業主体が当該入
居者に損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。 

５ 事業主体が第一項第六号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求
を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨の通知をしなければならない。 

６ 事業主体は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代
わつて、入居者に借地借家法（平成三年法律第九十号）第三十四条第一項の通知をすることができ
る。 

（公営住宅監理員） 
第三十三条 事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及

びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置く
ことができる。 

２ 公営住宅監理員は、事業主体の⻑がその職員のうちから命ずる。 
（収入状況の報告の請求等） 
第三十四条 事業主体の⻑は、第十六条第一項若しくは第四項若しくは第二十八条第二項若しく

は第四項の規定による家賃の決定、第十六条第五項（第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十
九条第九項において準⽤する場合を含む。）の規定による家賃若しくは金銭の減免、第十八条第二項
の規定による敷金の減免、第十九条（第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項にお
いて準⽤する場合を含む。）の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九条第一項
の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定によるあつせん等又は第四十条の規定による公
営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、公営住宅の入居者の収入の状況について、
当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類
を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。 

第四章 公営住宅建替事業 
（公営住宅建替事業の施行） 
第三十五条 地方公共団体は、公営住宅の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するた

め必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。 
（公営住宅建替事業の施行の要件） 
第三十六条 公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。 
一 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内

の政令で定める規模以上の一団の土地に集団的に存していること。 
二 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の大部分が第四十四条第一項の耐⽤年限の二分

の一を経過していること又はその大部分につき公営住宅としての機能が災害その他の理由により相
当程度低下していること。 

三 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の⼾数が当該事業により除却すべき公営
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住宅の⼾数以上であること。ただし、当該土地の区域において道路、公園その他の都市施設に関す
る都市計画が定められている場合、当該土地の区域において新たに社会福祉法（昭和二十六年法律
第四十五号）第六十二条第一項に規定する社会福祉施設又は公共賃貸住宅を整備する場合その他特
別の事情がある場合には、当該除却すべき公営住宅のうち次条第一項の承認の申請をする日におい
て入居者の存する公営住宅の⼾数を超えれば足りる。 

四 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅が耐火性能を有する構造の公営住宅であ
ること。 

（建替計画） 
第三十七条 事業主体は、公営住宅建替事業を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅

建替事業に関する計画（以下「建替計画」という。）を作成し、当該公営住宅建替事業により除却す
べき公営住宅又は共同施設の⽤途の廃止について国土交通大臣の承認を得なければならない。 

２ 建替計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 
一 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅及び当該事業により新たに整備すべき公営住宅

の⼾数 
二 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅のうち前項の承認の申請をする日において入居

者の存する公営住宅の⼾数 
三 公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土

地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあつては、当該建設をする土地の
区域 

３ 前項各号に掲げるもののほか、建替計画においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるも
のとする。 

一 公営住宅建替事業を施行する土地の面積 
二 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造 
４ 建替計画は、次に掲げる事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。 
一 土地が適正かつ合理的な利⽤形態となること。 
二 公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土

地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあつては、当該公営住宅又は公営
住宅及び共同施設が入居者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されること。 

５ 第一項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由し
てしなければならない。 

６ 事業主体は、第一項の規定による国土交通大臣の承認を得たときは、国土交通省令で定める
ところにより、当該⽤途廃止に係る公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の入居者（その承
認があつた日における入居者に限る。）に対して、その旨を通知しなければならない。 

７ 前各項の規定は、建替計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）について準⽤
する。この場合において、当該変更に係る前項の規定による通知は、当該変更により新たに除却す
べき公営住宅となつたものの入居者及び除却すべき公営住宅でなくなつたものの入居者にすれば足
りる。 

（公営住宅の明渡しの請求） 
第三十八条 事業主体は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため

必要があると認めるときは、前条第六項（同条第七項において準⽤する場合を含む。）の規定による
通知をした後、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。 



２ 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して三月を経過した日以後の
日でなければならない。 

３ 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営
住宅を明け渡さなければならない。 

（仮住居の提供） 
第三十九条 事業主体は、前条第一項の規定による請求に係る公営住宅の入居者に対して、必要

な仮住居を提供しなければならない。 
（新たに整備される公営住宅への入居） 
第四十条 事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者（当

該事業に係る公営住宅の⽤途廃止について第三十七条第一項（同条第七項において準⽤する場合を
含む。）の規定による国土交通大臣の承認があつた日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該
公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。）で、三十日を下らない範囲内で当該入居者ごとに
事業主体の定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申し
出たものを、当該公営住宅に入居させなければならない。この場合においては、その者については、
第二十三条及び第二十四条第二項の規定は、適⽤しない。 

２ 事業主体は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、これを通知しなければなら
ない。 

３ 事業主体は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が
公営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該公営住宅に入居すべき旨を通知し
なければならない。 

４ 事業主体は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間
内に当該公営住宅に入居しなかつた者については、第一項の規定にかかわらず、当該公営住宅に入
居させないことができる。 

（説明会の開催等） 
第四十一条 事業主体は、公営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずる

ことにより、当該事業により除却すべき公営住宅の入居者の協⼒が得られるように努めなければな
らない。 

（移転料の支払） 
第四十二条 事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者

が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定め
るところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。 

（公営住宅建替事業に係る家賃の特例） 
第四十三条 事業主体は、第四十条第一項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公

営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃
を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十六条第
一項若しくは第四項、第二十八条第二項若しくは第四項又は第二十九条第六項の規定にかかわらず、
政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。 

２ 第十六条第六項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準⽤する。 
第五章 補則 
（公営住宅又は共同施設の処分） 
第四十四条 事業主体は、政令で定めるところにより、公営住宅又は共同施設がその耐⽤年限の



 

- 29 - 

四分の一を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営
住宅又は共同施設（これらの敷地を含む。）を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としな
い法人に譲渡することができる。 

２ 前項の規定による譲渡の対価は、政令で定めるところにより、公営住宅の整備若しくは共同
施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費⽤に充てなければならない。 

３ 事業主体は、公営住宅若しくは共同施設が災害その他の特別の事由によりこれを引き続いて
管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若し
くは共同施設がその耐⽤年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過した場合又は第三十七条
第一項（同条第七項において準⽤する場合を含む。）の規定による国土交通大臣の承認を得た場合に
おいては、公営住宅又は共同施設の⽤途を廃止することができる。 

４ 事業主体は、前項の規定による公営住宅の⽤途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営
住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の
公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認め
るときは、第十六条第一項若しくは第四項、第二十八条第二項若しくは第四項又は第二十九条第六
項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。 

５ 第十六条第六項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準⽤する。 
６ 第一項又は第三項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知

事を経由してしなければならない。 
（社会福祉法人等による公営住宅の使⽤等） 
第四十五条 事業主体は、公営住宅を社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業その他の

社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第二十
二条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者（以下この項において
「社会福祉法人等」という。）に住宅として使⽤させることが必要であると認める場合において国土
交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当
該公営住宅を社会福祉法人等に使⽤させることができる。 

２ 事業主体は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号）第六
条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の⽤に供する
賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使⽤させることが
必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な
管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使⽤させることができる。この場
合において、事業主体は、当該公営住宅を同法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準に従つ
て管理しなければならない。 

３ 前二項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由し
てしなければならない。 

４ 第一項又は第二項の規定による公営住宅の使⽤に関する事項は、条例で定めなければならな
い。 

（事業主体の変更） 
第四十六条 事業主体は、その管理に係る公営住宅又は共同施設を引き続いて管理することが不

適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共
同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。 

２ 前項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由して



しなければならない。 
（管理の特例） 
第四十七条 次の各号に掲げる地方公共団体又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住

宅又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共団
体又は地方住宅供給公社が管理する住宅その他の施設と一体として管理する場合その他当該公営住
宅又は共同施設を管理することが適当と認められる場合においては、当該公営住宅又は共同施設を
管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて当該公営住宅又は共同施設の第三章の規
定による管理（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除
く。以下この条において同じ。）を行うことができる。 

一 都道府県 当該都道府県の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施
設 

二 市町村 当該市町村の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設 
三 都道府県が設立した地方住宅供給公社 当該都道府県の区域内において都道府県又は市町村

が管理する公営住宅又は共同施設 
四 市町村が設立した地方住宅供給公社 当該市町村の区域内において市町村又は都道府県が管

理する公営住宅又は共同施設 
２ 前項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管

理を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなけ
ればならない。 

３ 第一項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の
管理を行う場合においては、当該公営住宅又は共同施設の事業主体に代わつてその権限のうち次に
掲げるものを行うものとする。 

一 第二十二条第一項の規定により特定の者を公営住宅に入居させ、又は入居者を公募すること。 
二 第二十五条第一項の規定により実情を調査し若しくは入居者を決定し、又は同条第二項の規

定により入居者に通知すること。 
三 第二十七条第三項から第六項までの規定による入居者又は同居者に対する承認をすること。 
四 第二十九条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第八項の規定により

期限を延⻑すること。 
五 第三十条第一項の規定によるあつせん等をすること。 
六 第三十二条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第五項若しくは第六

項の規定により入居者に通知すること。 
七 第三十三条第一項の規定により公営住宅監理員を置き、又は同条第二項の規定により公営住

宅監理員を命ずること。 
八 第三十四条の規定により第二十九条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十条第一項の

規定によるあつせん等に関し入居者の収入の状況について報告を求め、又は書類を閲覧させ、若し
くはその内容を記録させることを求めること。 

４ 第一項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、前項第一号（特定の者の入居に係る部分に
限る。）、第二号（入居者の決定に係る部分に限る。）、第四号又は第六号（明渡しの請求に係る部分に
限る。）に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を事業主体に通知しなければならない。 

５ 第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が行う公営住宅又は共同施設の管理
に要する費⽤の負担については、事業主体と当該地方公共団体又は地方住宅供給公社とが協議して
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定めるものとする。 
６ 第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行

う場合における第三章の規定の適⽤については、第十五条中「事業主体」とあるのは「事業主体及び
地方公共団体又は地方住宅供給公社」と、第二十五条第一項中「事業主体の⻑」とあるのは「地方公
共団体の⻑又は地方住宅供給公社の理事⻑」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

（管理に関する条例の制定） 
第四十八条 事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について

必要な事項を条例で定めなければならない。 
（国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督） 
第四十九条 国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備並びにこれら

の管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係
の物件若しくは書類を実地検査させることができる。 

２ 前項の実地検査において、現に居住の⽤に供している公営住宅に立ち入るときは、あらかじ
め、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。 

３ 第一項の規定により実地検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求
があつたときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項の場合において、都道府県知事は、報告の徴収又は実地検査の結果を国土交通大臣に
報告しなければならない。 

（補助金の返還等） 
第五十条 国土交通大臣は、事業主体が公営住宅の整備、共同施設の整備又はこれらの管理若し

くは災害に基づく補修について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつたとき
は、当該事業主体に対して、国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交
付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（協議） 
第五十一条 国土交通大臣は、公営住宅（第八条、第十条並びに第十七条第二項及び第三項の規

定によるものを除く。）について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、
厚生労働大臣と協議しなければならない。 

一 第十一条第二項の規定による国の補助金の交付の決定 
二 第四十四条第一項の規定による譲渡の承認又は同条第三項の規定による⽤途廃止の承認 
三 第四十六条第一項の規定による譲渡の承認 
（権限の委任） 
第五十二条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、

その一部を地方整備局⻑又は北海道開発局⻑に委任することができる。 
（政令への委任） 
第五十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 
（事務の区分） 
第五十四条 第三十七条第五項（同条第七項において準⽤する場合を含む。）、第四十四条第六項、

第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、
地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と
する。 

附 則 



１ この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。 
２ この法律施行の時において、現に地方公共団体がその住⺠に賃貸するため管理している住宅

でその建設について国の補助を受けたもの及び地方公共団体がその住⺠に賃貸するため昭和二十六
年度において国の補助を受けて建設して管理する住宅は、公営住宅とみなして、この法律の規定（第
七条を除く。）を適⽤する。 

３ 前項の規定に基づく第十六条の規定の適⽤については、この法律施行の時において地方公共
団体がその住⺠に賃貸するため管理している住宅について既に決定している家賃は、同条第一項の
規定により事業主体が定めたものとみなす。 

４ 海外からの引揚者に対する応急援護のため設置した住宅及びこの法律施行の後同様の目的の
ため設置する住宅については、当分の間、この法律の規定を適⽤しない。 

５ 国は、当分の間、事業主体に対し、第七条第一項の規定により国がその費⽤について補助す
る公営住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活⽤による社会資本の整備の促進に
関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。）第二
条第一項第二号に該当するものに要する費⽤に充てる資金について、予算の範囲内において、第七
条第一項、第三項及び第四項の規定（これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定
と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同
じ。）により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 

６ 国は、当分の間、事業主体に対し、第七条第二項の規定により国がその費⽤について補助す
ることができる共同施設の建設で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要
する費⽤に充てる資金について、予算の範囲内において、第七条第二項から第四項までの規定（こ
れらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場
合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。）により国が補助することができる金
額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 

７ 国は、当分の間、事業主体に対し、公営住宅の建設等（第七条第一項の規定により国がその費
⽤を補助するものを除く。附則第十二項において同じ。）、共同施設の建設等（第七条第二項の規定
により国がその費⽤を補助することができるものを除く。附則第十二項において同じ。）又は公営住
宅若しくは共同施設の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する
費⽤に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 

８ 前三項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令で定める
期間とする。 

９ 前項に定めるもののほか、附則第五項から第七項までの規定による貸付金の償還方法、償還
期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 

１０ 国は、附則第五項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの
対象である公営住宅の建設に係る第七条第一項、第三項及び第四項の規定による国の補助について
は、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行う
ものとする。 

１１ 国は、附則第六項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの
対象である共同施設の建設について、第七条第二項から第四項までの規定による当該貸付金に相当
する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金
の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 

１２ 国は、附則第七項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの
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対象である公営住宅の建設等、共同施設の建設等又は公営住宅若しくは共同施設の改良について、
当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時にお
いて、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 

１３ 事業主体が、附則第五項から第七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金につい
て、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合（政
令で定める場合を除く。）における前三項の規定の適⽤については、当該償還は、当該償還期限の到
来時に行われたものとみなす。 

１４ 附則第五項又は第六項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係
る第二条第二号、第十一条及び第五十一条第一号の規定の適⽤については、第二条第二号中「補助」
とあるのは「補助又は附則第五項の規定による無利子の貸付け」と、第十一条の見出し中「補助」と
あるのは「無利子の貸付け」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、同条第一項中「第七条から前条
までの規定により国の補助」とあるのは「附則第五項又は第六項の規定により国の無利子の貸付け」
と、「補助金の交付申請書」とあるのは「無利子貸付金の貸付申請書」と、同条第二項中「補助金の
交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、第五十一条第一号中「第十一条第二項」とあるのは
「附則第十四項の規定により読み替えて適⽤される第十一条第二項」と、「補助金の交付」とあるの
は「無利子貸付金の貸付け」とする。 
１５ 当分の間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和三年法律第十九号）第二
条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域内の公営住宅に係る第四十四条第一項の規
定の適⽤については、同項中「その耐⽤年限の四分の一を経過した場合において特別の事由のある
ときは」とあるのは、「その耐⽤年限の四分の一を経過した場合においては」とする。 
  



空家等対策計画 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

平成二十六年法律第百二十七号 
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第二章 空家等の調査（第九条―第十一条） 
第三章 空家等の適切な管理に係る措置（第十二条―第十四条） 
第四章 空家等の活⽤に係る措置（第十五条―第二十一条） 
第五章 特定空家等に対する措置（第二十二条） 
第六章 空家等管理活⽤支援法人（第二十三条―第二十八条） 
第七章 雑則（第二十九条） 
第八章 罰則（第三十条） 
附則 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住⺠の生活
環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住⺠の生命、身体又は財産を保護するとともに、
その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活⽤を促進するため、空家等に関する施策に関し、
国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等
対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空
家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与する
ことを目的とする。 
（定義） 
第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他
の使⽤がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含
む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理する
ものを除く。 
２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお
それのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないこと
により著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不
適切である状態にあると認められる空家等をいう。 
（国の責務） 
第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び
提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 
３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活⽤の促進に
関し、国⺠の理解を深めるよう努めなければならない。 
（地方公共団体の責務） 
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第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関す
る対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 
２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等
に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的
な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 
（空家等の所有者等の責務） 
第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及
ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関
する施策に協⼒するよう努めなければならない。 
（基本指針） 
第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための
基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 
２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 
三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 
四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 
３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係
行政機関の⻑に協議するものとする。 
４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを
公表しなければならない。 
（空家等対策計画） 
第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指
針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めること
ができる。 
２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対
策に関する基本的な方針 
二 計画期間 
三 空家等の調査に関する事項 
四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活⽤の促進に関する
事項 
六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規
定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項までの規定による代執行
をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 
七 住⺠等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及
びその分布の状況、その活⽤の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促



進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活⽤が必要となると認められる区域（以下「空
家等活⽤促進区域」という。）並びに当該空家等活⽤促進区域における空家等及び空家等の跡地の活
⽤の促進を図るための指針（以下「空家等活⽤促進指針」という。）に関する事項を定めることがで
きる。 
一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市街地 
二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 
三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 
四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二条第二
項に規定する重点区域 
五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区
域として国土交通省令・総務省令で定める区域 
４ 空家等活⽤促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等活⽤促進区域における空家等及び空家等の跡地の活⽤に関する基本的な事項 
二 空家等活⽤促進区域における経済的社会的活動の促進のために活⽤することが必要な空家等の
種類及び当該空家等について誘導すべき⽤途（第十六条第一項及び第十八条において「誘導⽤途」
という。）に関する事項 
三 前二号に掲げるもののほか、空家等活⽤促進区域における空家等及び空家等の跡地の活⽤を通
じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 
５ 空家等活⽤促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適⽤建築物（空家等活⽤促進区
域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定
する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物をい
う。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第一項の規定により読み替えて適⽤する同法
第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規
定により読み替えて適⽤する同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十
七条第二項又は第三項において準⽤する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規
定の適⽤を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 
６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適⽤する建築基準法第四十三条第二項の規定の
適⽤を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適⽤要件」という。）は、
特例適⽤建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道（同法第四十三条第一項
に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上接するものに限る。）について、避難及
び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活⽤促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市
街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 
７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活⽤促進区域内の
住⺠の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市
及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する事項を定める場合
において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市街化
調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域を含む空家等活⽤促進区域を定めるときは、
あらかじめ、当該空家等活⽤促進区域の区域及び空家等活⽤促進指針に定める事項について、都道
府県知事と協議をしなければならない。 
９ 市町村は、空家等活⽤促進指針に敷地特例適⽤要件に関する事項又は第五項の第十七条第二項
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の規定により読み替えて適⽤する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定のただし書
の規定の適⽤を受けるための要件（以下「⽤途特例適⽤要件」という。）に関する事項を記載すると
きは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活⽤促進区域内の建築物について建築基準法第
四十三条第二項第一号の規定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規
定を同法第八十七条第二項又は第三項において準⽤する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）
の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する
特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合に
おいて、⽤途特例適⽤要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 
１０ 前項の規定により⽤途特例適⽤要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例
適⽤建築物を⽤途特例適⽤要件に適合する⽤途に供することが空家等活⽤促進区域における経済的
社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができ
る。 
１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び第十
八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなけれ
ばならない。 
１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的
な助言その他必要な援助を求めることができる。 
１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準⽤する。 
（協議会） 
第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以
下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 
２ 協議会は、市町村⻑（特別区の区⻑を含む。以下同じ。）のほか、地域住⺠、市町村の議会の議
員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村⻑が必要と認める者をも
って構成する。 
３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
第二章 空家等の調査 
（立入調査等） 
第九条 市町村⻑は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握す
るための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 
２ 市町村⻑は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の
所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者
に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 
３ 市町村⻑は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち
入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければな
らない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 
４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書
を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 
５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。 



（空家等の所有者等に関する情報の利⽤等） 
第十条 市町村⻑は、固定資産税の課税その他の事務のために利⽤する目的で保有する情報であっ
て氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度に
おいて、その保有に当たって特定された利⽤の目的以外の目的のために内部で利⽤することができ
る。 
２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特
別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利⽤する目的で都が保有
する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の
区⻑から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情
報の提供を行うものとする。 
３ 前項に定めるもののほか、市町村⻑は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する
地方公共団体の⻑、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把
握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 
（空家等に関するデータベースの整備等） 
第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸する
ために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されてい
るものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。）に関するデータベースの整
備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
第三章 空家等の適切な管理に係る措置 
（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 
第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情
報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 
（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 
第十三条 市町村⻑は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定
空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められ
る空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に
掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなるこ
とを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 
２ 市町村⻑は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改
善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、
当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当す
ることとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。 
（空家等の管理に関する⺠法の特例） 
第十四条 市町村⻑は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家
庭裁判所に対し、⺠法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定による命令又は同
法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 
２ 市町村⻑は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めると
きは、地方裁判所に対し、⺠法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求をすることがで
きる。 
３ 市町村⻑は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると
認めるときは、地方裁判所に対し、⺠法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十四条の十四第一
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項の規定による命令の請求をすることができる。 
第四章 空家等の活⽤に係る措置 
（空家等及び空家等の跡地の活⽤等） 
第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売
し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活
⽤のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 
（空家等の活⽤に関する計画作成市町村の要請等） 
第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の⻑は、空家等活
⽤促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下
この条において同じ。）について、当該空家等活⽤促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必
要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活⽤促進指針
に定められた誘導⽤途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 
２ 計画作成市町村の⻑は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるとき
は、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせ
んその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
（建築基準法の特例） 
第十七条 空家等対策計画（敷地特例適⽤要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第
十二項（同条第十四項において準⽤する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の
日以後は、同条第六項に規定する特例適⽤建築物に対する建築基準法第四十三条第二項第一号の規
定の適⽤については、同号中「、利⽤者」とあるのは「利⽤者」と、「適合するもので」とあるのは
「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七
条第十二項（同条第十四項において準⽤する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規
定する空家等対策計画に定められた同条第六項に規定する敷地特例適⽤要件に適合する同項に規定
する特例適⽤建築物で」とする。 
２ 空家等対策計画（⽤途特例適⽤要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二項
（同条第十四項において準⽤する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後
は、同条第五項に規定する特例適⽤建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十三項まで
の規定の適⽤については、同条第一項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「特
定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同
条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平
成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準⽤する場合を含む。）の規
定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する⽤途
特例適⽤要件（以下この条において「特例適⽤要件」という。）に適合すると認めて許可した場合そ
の他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定
中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適⽤要件に適合すると認めて許可した場合その他公益
上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適
⽤要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 
（空家等の活⽤の促進についての配慮） 
第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準⽤する場合を含む。）の規定
により公表された空家等対策計画に記載された空家等活⽤促進区域（市街化調整区域に該当する区
域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下



この項において同じ。）について、当該建築物を誘導⽤途に供するため同法第四十二条第一項ただし
書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当該建築物の⽤途の変更に係るものに限る。）を求められ
たときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導⽤途としての活⽤の促進が図ら
れるよう適切な配慮をするものとする。 
２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の⻑又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策
計画に記載された空家等活⽤促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導⽤途に供するため農
地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められ
たときは、当該空家等の活⽤の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 
（地方住宅供給公社の業務の特例） 
第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条
に規定する業務のほか、空家等活⽤促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空
家等の活⽤のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活⽤に関する業務を行
うことができる。 
２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公
社法第四十九条の規定の適⽤については、同条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、
「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二
十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 
（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 
第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）
第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活⽤促進区域
内における空家等及び空家等の跡地の活⽤により地域における経済的社会的活動の促進を図るため
に必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 
（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 
第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法
律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定する空
家等管理活⽤支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活⽤の促進に必要な資金の
融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 
第五章 特定空家等に対する措置 
第二十二条 市町村⻑は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木
竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく
保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家
等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることがで
きる。 
２ 市町村⻑は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態
が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、
除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告
することができる。 
３ 市町村⻑は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと
らなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付け
て、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 
４ 市町村⻑は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じよう
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とする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載
した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証
拠を提出する機会を与えなければならない。 
５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村⻑に対し、意
見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 
６ 市町村⻑は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命
じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 
７ 市町村⻑は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じ
ようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通
知するとともに、これを公告しなければならない。 
８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出
することができる。 
９ 市町村⻑は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者
がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了す
る見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら
義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 
１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命
ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することができない
とき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知すること
ができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村⻑は、
当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以
下この項及び次項において「措置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この場合
においては、市町村⻑は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその
期限までにその措置を行わないときは市町村⻑又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要し
た費⽤を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 
１１ 市町村⻑は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある
等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため
に必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をと
ることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象
者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 
１２ 前二項の規定により負担させる費⽤の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規
定を準⽤する。 
１３ 市町村⻑は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省
令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 
１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場
合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 
１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二
条及び第十四条を除く。）の規定は、適⽤しない。 
１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るため
に必要な指針を定めることができる。 
１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・



総務省令で定める。 
第六章 空家等管理活⽤支援法人 
（空家等管理活⽤支援法人の指定） 
第二十三条 市町村⻑は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する
特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活⽤を図る活
動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができ
ると認められるものを、その申請により、空家等管理活⽤支援法人（以下「支援法人」という。）と
して指定することができる。 
２ 市町村⻑は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事
務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 
３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するとき
は、あらかじめ、その旨を市町村⻑に届け出なければならない。 
４ 市町村⻑は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければな
らない。 
（支援法人の業務） 
第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活⽤を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又
は活⽤の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活⽤を図るた
めに必要な援助を行うこと。 
二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活⽤のために行う改修その他の空家等
の管理又は活⽤のため必要な事業又は事務を行うこと。 
三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 
四 空家等の管理又は活⽤に関する調査研究を行うこと。 
五 空家等の管理又は活⽤に関する普及啓発を行うこと。 
六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活⽤を図るために必要な事業又は事務を行うこ
と。 
（監督等） 
第二十五条 市町村⻑は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要がある
と認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 
２ 市町村⻑は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき
は、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができ
る。 
３ 市町村⻑は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定に
よる指定を取り消すことができる。 
４ 市町村⻑は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 
（情報の提供等） 
第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又
は指導若しくは助言をするものとする。 
２ 市町村⻑は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、
空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。）の提
供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所
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有者等関連情報を提供するものとする。 
３ 前項の場合において、市町村⻑は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あら
かじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によって識別
される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 
４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 
（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 
第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土
交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案する
ことができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を
作成して、これを提示しなければならない。 
２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更を
するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合におい
て、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければな
らない。 
（市町村⻑への要請） 
第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため
特に必要があると認めるときは、市町村⻑に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請
することができる。 
２ 市町村⻑は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十
四条各項の規定による請求をするものとする。 
３ 市町村⻑は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求
をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人
に通知するものとする。 
第七章 雑則 
第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切
かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費⽤に対する補助、地方交付税
制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 
２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家
等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるも
のとする。 
第八章 罰則 
第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村⻑の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に
処する。 
２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入
調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 
附 則 
（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
（検討） 



２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必
要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を
講ずるものとする。  
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マンション管理適正化推進計画 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 

平成十二年法律第百四十九号 
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 
目次 
第一章 総則（第一条・第二条） 
第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等（第三条―第五条の二） 
第二章の二 マンション管理適正化支援法人（第五条の三―第五条の十二） 
第三章 管理計画の認定等（第五条の十三―第五条の二十二） 
第四章 マンション管理士 
第一節 資格（第六条） 
第二節 試験（第七条―第二十九条） 
第三節 登録（第三十条―第三十九条） 
第四節 義務等（第四十条―第四十三条の二） 
第五章 マンション管理業 
第一節 登録（第四十四条―第五十五条） 
第二節 管理業務主任者（第五十六条―第六十九条） 
第三節 業務（第七十条―第八十条） 
第四節 監督（第八十一条―第八十六条） 
第五節 雑則（第八十七条―第九十条） 
第六章 マンション管理適正化推進センター（第九十一条―第九十四条） 
第七章 マンション管理業者の団体（第九十五条―第百二条） 
第八章 雑則（第百三条―第百五条） 
第九章 罰則（第百六条―第百十三条） 
附則 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、土地利⽤の高度化の進展その他国⺠の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、

多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マ
ンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資
格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の
推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国⺠生活の安定向
上と国⺠経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第二条 この法律において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところ

による。 
一 マンション 次に掲げるものをいう。 
イ 二以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号。以下

「区分所有法」という。）第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建物で人



の居住の⽤に供する専有部分（区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。）の
あるもの並びにその敷地及び附属施設 

ロ 一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）が当該団地内にあるイに掲げる
建物を含む数棟の建物の所有者（専有部分のある建物にあっては、区分所有者）の共有に属する場
合における当該土地及び附属施設 

二 マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及
び附属施設の同号ロの所有者をいう。 

三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又
は区分所有法第四十七条第一項（区分所有法第六十六条において準⽤する場合を含む。）に規定する
法人をいう。 

四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項（区分所有法第六十六条において準⽤する場合を含
む。）の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項（区分所有法第六十六条にお
いて準⽤する場合を含む。）の規定により置かれた理事をいう。 

五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を⽤いて、専門
的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンシ
ョンの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務（他の法律において
その業務を行うことが制限されているものを除く。）とする者をいう。 

六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務（管理組合の会計の収入及び
支出の調定及び出納並びにマンション（専有部分を除く。）の維持又は修繕に関する企画又は実施の
調整をいう。以下同じ。）を含むものをいう。 

七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの（マ
ンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。）をいう。 

八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。 
九 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。 
第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等 
（基本方針） 
第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならない。 
２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項 
二 マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項 
三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針（以下「マンション管理適

正化指針」という。）に関する事項 
四 マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの

建替えその他の措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの
区分所有者等の合意形成の促進に関する事項（前号に掲げる事項を除く。） 

五 マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 
六 次条第一項に規定するマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マ

ンションの管理の適正化の推進に関する重要事項 
３ 基本方針は、住生活基本法（平成十八年法律第六十一号）第十五条第一項に規定する全国計

画との調和が保たれたものでなければならない。 
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４ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。 

（マンション管理適正化推進計画） 
第三条の二 都道府県（市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定

により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該
町村。以下「都道府県等」という。）は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマン
ションの管理の適正化の推進を図るための計画（以下「マンション管理適正化推進計画」という。）
を作成することができる。 

２ マンション管理適正化推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標 
二 当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の状況を把握するために当該都道府県等

が講ずる措置に関する事項 
三 当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関す

る事項 
四 当該都道府県等の区域内における管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針

（以下「都道府県等マンション管理適正化指針」という。）に関する事項 
五 マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項 
六 計画期間 
七 その他当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項 
３ 都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社（以下「公社」という。）

によるマンション（当該マンションに係る第二条第一号イに掲げる建物の建設後国土交通省令で定
める期間を経過したものに限る。次条第一項において同じ。）の修繕その他の管理に関する事業の実
施が必要と認められる場合には、前項第三号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定め
ることができる。 

４ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関
する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければ
ならない。 

５ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞
なく、これを公表するとともに、都道府県にあっては関係町村に通知しなければならない。 

６ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化
推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組
合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協⼒を求めることがで
きる。 

（委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務） 
第三条の三 前条第三項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定す

る事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、当該都道府県等の区域内において地方
住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定する業務のほか、委託により、マ
ンションの修繕その他の管理の業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九
条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化
の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号）第三条の三第一項」とする。 



（国及び地方公共団体の責務） 
第四条 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講

ずるよう努めなければならない。 
２ 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンション

の区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければ
ならない。 

（管理組合等の努⼒） 
第五条 管理組合は、マンション管理適正化指針（管理組合がマンション管理適正化推進計画が

作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府
県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。）の定めるところに留意して、マンションを適
正に管理するよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の
推進に関する施策に協⼒するよう努めなければならない。 

２ マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適
切に果たすよう努めなければならない。 

（助言、指導等） 
第五条の二 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等（管理者等

が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。以下この条におい
て同じ。）に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。 

２ 都道府県知事（市又は第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正
化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの⻑。以下「都道府県知事等」とい
う。）は、管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著し
く不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指
針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。 

３ 都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、
その勧告を受けた管理組合の管理者等に対し、マンションの管理について特別の知識経験を有する
者のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

４ 都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行に必要な限度で、その保有するマンショ
ンの区分所有者等の氏名又は名称、住所その他のマンションの区分所有者等に関する情報を、その
保有に当たって特定された利⽤の目的以外の目的のために内部で利⽤することができる。 

５ 都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係
地方公共団体の⻑に対して、マンションの区分所有者等の氏名又は名称、住所その他のマンション
の区分所有者等に関する情報の提供を求めることができる。 

６ 都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行に必要な限度において、管理組合の管理
者等に対し、マンションの管理の状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション若し
くはその敷地に立ち入り、当該マンション、その敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検
査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、当該マンションの人の居住の⽤に供
する専有部分に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該専有部分に居住している者の承諾を得
なければならない。 

７ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。 

８ 第六項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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第二章の二 マンション管理適正化支援法人 
（マンション管理適正化支援法人の登録） 
第五条の三 都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法（平成

十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人で
あって、次条各号に掲げる業務（以下「管理支援業務」という。）に関し次に掲げる基準に適合する
と認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人（以下「支援法人」という。）
として登録することができる。 

一 職員、業務の方法その他の事項についての管理支援業務の実施に関する計画が適正なもので
あり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められるこ
と。 

二 個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実
に実施するために必要な措置として国土交通省令で定める措置が講じられていること。 

三 前二号に定めるもののほか、管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認めら
れること。 

２ 都道府県知事等は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
規定による登録をしてはならない。 

一 第五条の八第三項の規定により前項の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二
年を経過しない者であること。 

二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は
その執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。 

３ 第一項の規定による登録は、支援法人登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 
一 登録年月日及び登録番号 
二 支援法人の名称、住所及び代表者の氏名 
三 支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地 
４ 支援法人は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令

で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 
（支援法人の業務） 
第五条の四 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相

談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の
適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。 

二 都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマン
ションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正
化推進計画の周知その他の協⼒を行うこと。 

三 マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。 
四 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。 
五 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。 
（支援法人の都道府県知事又は市町村⻑による援助への協⼒） 
第五条の五 支援法人は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成十四年法律第七十

八号）第九十七条第三項、第百六十条第三項又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又
は市町村⻑から協⼒を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第



一項又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協⼒するものとする。 
（秘密保持義務） 
第五条の六 支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、第

五条の四第一号又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
（業務の休廃止） 
第五条の七 支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定める

ところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 
２ 前項の規定により管理支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該支援法人に係る第

五条の三第一項の規定による登録は、その効⼒を失う。 
（監督） 
第五条の八 都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要がある

と認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。 
２ 都道府県知事等は、支援法人の管理支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、

当該支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
３ 都道府県知事等は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の三第一項の

規定による登録を取り消すことができる。 
一 管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 
二 第五条の三第二項第二号に該当するに至ったとき。 
三 第五条の三第四項又は前条第一項の規定に違反したとき。 
四 第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 
五 前項の規定による命令に違反したとき。 
六 不正の手段により第五条の三第一項の規定による登録を受けたとき。 
（公表） 
第五条の九 都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利⽤その他の

方法により公表するものとする。 
一 第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。 
二 第五条の三第四項の規定による届出があったとき。 
三 第五条の七第一項の規定による届出があったとき。 
四 前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。 
（国土交通省令への委任） 
第五条の十 第五条の三第一項の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国

土交通省令で定める。 
（情報の提供等） 
第五条の十一 国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報

の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 
（支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案） 
第五条の十二 支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基

づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場
合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しな
ければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進
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計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものと
する。この場合において、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をしないこととするとき
は、その理由を明らかにしなければならない。 

第三章 管理計画の認定等 
（管理計画の認定） 
第五条の十三 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によ

るマンションの管理に関する計画（以下「管理計画」という。）を作成し、マンション管理適正化推
進計画を作成した都道府県等の⻑（以下「計画作成都道府県知事等」という。）の認定を申請するこ
とができる。 

２ 管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 当該マンションの修繕その他の管理の方法 
二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 
三 当該マンションの管理組合の運営の状況 
四 その他国土交通省令で定める事項 
（認定基準） 
第五条の十四 計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当

該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 
一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであるこ

と。 
二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。 
三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 
四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切

なものであること。 
（認定の通知） 
第五条の十五 計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令

で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者（以下「認定管理者等」という。）に通知しな
ければならない。 

（認定の更新） 
第五条の十六 第五条の十四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に

よって、その効⼒を失う。 
２ 前三条の規定は、前項の認定の更新について準⽤する。 
３ 第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この項及び次項におい

て「認定の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の
認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効⼒を有する。 

４ 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

（認定を受けた管理計画の変更） 
第五条の十七 認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更（国土交通省令で

定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成
都道府県知事等の認定を受けなければならない。 

２ 第五条の十四及び第五条の十五の規定は、前項の認定について準⽤する。 



（報告の徴収） 
第五条の十八 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等（第五条の十四の認定を受けた管理計

画（前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。）
に係るマンション（以下「管理計画認定マンション」という。）に係る管理組合に管理者等が置かれ
なくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条及び第五条の二十に
おいて同じ。）に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。 

（改善命令） 
第五条の十九 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定

マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、
その改善に必要な措置を命ずることができる。 

（管理計画の認定の取消し） 
第五条の二十 計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定（第五条

の十七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。）を取り消すことができる。 
一 認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。 
二 認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申

出があったとき。 
三 認定管理者等が不正の手段により第五条の十四の認定又は第五条の十六第一項の認定の更新

を受けたとき。 
２ 計画作成都道府県知事等は、前項の規定により第五条の十四の認定を取り消したときは、速

やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。 
（委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業

務） 
第五条の二十一 公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、

管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。 
２ 前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九

条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化
の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号）第五条の二十一第一項」とする。 

（指定認定事務支援法人） 
第五条の二十二 マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等（第四項において「計画

作成都道府県等」という。）は、第五条の十四の認定及び第五条の十六第一項の認定の更新に関する
次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実
施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの（以下「指定
認定事務支援法人」という。）に委託することができる。 

一 マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び
管理組合の運営の状況について調査すること。 

二 その他国土交通省令で定める事務 
２ 指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、

前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
３ 指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するも

のは、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適⽤については、法令により公務に従事す
る職員とみなす。 
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４ 計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定める
ところにより、その旨を公示しなければならない。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。 
第四章 マンション管理士 
第一節 資格 
第六条 マンション管理士試験（以下この章において「試験」という。）に合格した者は、マンシ

ョン管理士となる資格を有する。 
第二節 試験 
（試験） 
第七条 試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。 
２ 国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、試

験の一部を免除することができる。 
（試験の実施） 
第八条 試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。 
（試験の無効等） 
第九条 国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のあ

る者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 
２ 国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けること

ができないものとすることができる。 
（受験手数料） 
第十条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付し

なければならない。 
２ 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 
（指定試験機関の指定） 
第十一条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者（以下この節

において「指定試験機関」という。）に、試験の実施に関する事務（以下この節において「試験事務」
という。）を行わせることができる。 

２ 指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の
申請により行う。 

３ 国土交通大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしている
と認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 

一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、
試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 

二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎
を有するものであること。 

４ 国土交通大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験
機関の指定をしてはならない。 

一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 
二 その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがある

こと。 
三 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ



た日から二年を経過しない者であること。 
四 第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者である

こと。 
五 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 
イ 第三号に該当する者 
ロ 第十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者 
（変更の届出） 
第十二条 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変

更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 
（指定試験機関の役員の選任及び解任） 
第十三条 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受

けなければ、その効⼒を生じない。 
２ 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（この法律に基づく命令又は処分を含む。）

若しくは第十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し
著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 

（事業計画の認可等） 
第十四条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始

前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣
の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算
書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

（試験事務規程） 
第十五条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程（以下この節に

おいて「試験事務規程」という。）を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変
更しようとするときも、同様とする。 

２ 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 
３ 国土交通大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適

当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 
（試験委員） 
第十六条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、マンション管理士として必要な知識

を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員（以下この節におい
て「試験委員」という。）に行わせなければならない。 

２ 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える
者のうちから選任しなければならない。 

３ 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交
通大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。 

４ 第十三条第二項の規定は、試験委員の解任について準⽤する。 
（規定の適⽤等） 
第十七条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項及び第十条第一項の規定の

適⽤については、第九条第一項中「国土交通大臣」とあり、及び第十条第一項中「国」とあるのは、
「指定試験機関」とする。 
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２ 前項の規定により読み替えて適⽤する第十条第一項の規定により指定試験機関に納付された
受験手数料は、指定試験機関の収入とする。 

（秘密保持義務等） 
第十八条 指定試験機関の役員若しくは職員（試験委員を含む。次項において同じ。）又はこれら

の職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
２ 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適⽤については、

法令により公務に従事する職員とみなす。 
（帳簿の備付け等） 
第十九条 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土

交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 
（監督命令） 
第二十条 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、

指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 
（報告） 
第二十一条 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、

その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 
（立入検査） 
第二十二条 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、

その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その
他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
（試験事務の休廃止） 
第二十三条 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を

休止し、又は廃止してはならない。 
２ 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の

適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可を
してはならない。 

（指定の取消し等） 
第二十四条 国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号（第四号を除く。）のいずれか

に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 
２ 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定

を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
一 第十一条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 
二 第十三条第二項（第十六条第四項において準⽤する場合を含む。）、第十五条第三項又は第二

十条の規定による命令に違反したとき。 
三 第十四条、第十六条第一項から第三項まで、第十九条又は前条第一項の規定に違反したとき。 
四 第十五条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。 
五 次条第一項の条件に違反したとき。 
六 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若し



くは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 
七 偽りその他不正の手段により第十一条第一項の規定による指定を受けたとき。 
（指定等の条件） 
第二十五条 第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十三

条第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 
２ 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度

のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるもので
あってはならない。 

（指定試験機関がした処分等に係る審査請求） 
第二十六条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、

国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服
審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二
項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適⽤については、指定試験機関の上級行政庁とみ
なす。 

（国土交通大臣による試験事務の実施等） 
第二十七条 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとす

る。 
２ 国土交通大臣は、指定試験機関が第二十三条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全

部若しくは一部を休止したとき、第二十四条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全
部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部
若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の
全部又は一部を自ら行うものとする。 

（公示） 
第二十八条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 
一 第十一条第一項の規定による指定をしたとき。 
二 第十二条の規定による届出があったとき。 
三 第二十三条第一項の規定による許可をしたとき。 
四 第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた

とき。 
五 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら

行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 
（国土交通省令への委任） 
第二十九条 この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関その他この節の規定の施行に関し

必要な事項は、国土交通省令で定める。 
第三節 登録 
（登録） 
第三十条 マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができ

る。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

二年を経過しない者 
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
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くなった日から二年を経過しない者 
三 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二

年を経過しない者 
四 第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに

該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない
者 

五 第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、
その取消しの日から二年を経過しない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、
当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に準ずる者をいう。次章において同じ。）であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの） 

六 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省
令で定めるもの 

２ 前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通
省令で定める事項を登載してするものとする。 

（マンション管理士登録証） 
第三十一条 国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規

定する事項を記載したマンション管理士登録証（以下「登録証」という。）を交付する。 
（登録事項の変更の届出等） 
第三十二条 マンション管理士は、第三十条第二項に規定する事項に変更があったときは、遅滞

なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 
２ マンション管理士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出

し、その訂正を受けなければならない。 
（登録の取消し等） 
第三十三条 国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その

登録を取り消さなければならない。 
一 第三十条第一項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 
２ 国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反し

たときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使⽤の停止を命ずる
ことができる。 

（登録の消除） 
第三十四条 国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効⼒を失ったときは、その登録を

消除しなければならない。 
（登録免許税及び手数料） 
第三十五条 マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法（昭和四十二年法律

第三十五号）の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。 
２ 登録証の再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を

国に納付しなければならない。 
（指定登録機関の指定等） 
第三十六条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者（以下「指定

登録機関」という。）に、マンション管理士の登録の実施に関する事務（以下「登録事務」という。）



を行わせることができる。 
２ 指定登録機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の

申請により行う。 
第三十七条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条、第三十一条、第三十二条第

一項、第三十四条及び第三十五条第二項の規定の適⽤については、これらの規定中「国土交通大臣」
とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。 

２ 指定登録機関が登録を行う場合において、マンション管理士の登録を受けようとする者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 

３ 第一項の規定により読み替えて適⽤する第三十五条第二項及び前項の規定により指定登録機
関に納付された手数料は、指定登録機関の収入とする。 

（準⽤） 
第三十八条 第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十五条まで並びに第十八条から第二十

八条までの規定は、指定登録機関について準⽤する。この場合において、これらの規定中「試験事
務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十一条第三項
中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三十六条第二
項」と、第二十四条第二項第七号、第二十五条第一項及び第二十八条第一号中「第十一条第一項」と
あるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。 

（国土交通省令への委任） 
第三十九条 この節に定めるもののほか、マンション管理士の登録、指定登録機関その他この節

の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 
第四節 義務等 
（信⽤失墜行為の禁止） 
第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信⽤を傷つけるような行為をしてはならな

い。 
（講習） 
第四十一条 マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四

までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下この節において「登録講習機関」という。）
が国土交通省令で定めるところにより行う講習（以下この節において「講習」という。）を受けなけ
ればならない。 

（登録） 
第四十一条の二 前条の登録は、講習の実施に関する事務（以下この節において「講習事務」とい

う。）を行おうとする者の申請により行う。 
（欠格条項） 
第四十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができな

い。 
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 
二 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を

経過しない者 
三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 
（登録基準等） 
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第四十一条の四 国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、
別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであ
るときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交
通省令で定める。 

２ 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 
一 登録年月日及び登録番号 
二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地 
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 
（登録の更新） 
第四十一条の五 第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受け

なければ、その期間の経過によって、その効⼒を失う。 
２ 前三条の規定は、前項の登録の更新について準⽤する。 
（講習事務の実施に係る義務） 
第四十一条の六 登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省

令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 
（登録事項の変更の届出） 
第四十一条の七 登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を

変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出
なければならない。 

（講習事務規程） 
第四十一条の八 登録講習機関は、講習事務に関する規程（以下この節において「講習事務規程」

という。）を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しよ
うとするときも、同様とする。 

２ 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項
を定めておかなければならない。 

（講習事務の休廃止） 
第四十一条の九 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとすると

きは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければ
ならない。 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等） 
第四十一条の十 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸

借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的
方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の⽤に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がさ
れている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十二条において「財務諸表等」という。）
を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。 

２ マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲
げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定め
た費⽤を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 



二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項

を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより

提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 
（適合命令） 
第四十一条の十一 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなく

なったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべ
きことを命ずることができる。 

（改善命令） 
第四十一条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の六の規定に違反していると認

めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法
その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（登録の取消し等） 
第四十一条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
一 第四十一条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 
二 第四十一条の七から第四十一条の九まで、第四十一条の十第一項又は次条の規定に違反した

とき。 
三 正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 
四 前二条の規定による命令に違反したとき。 
五 不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。 
（帳簿の記載） 
第四十一条の十四 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事

務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 
（国土交通大臣による講習事務の実施） 
第四十一条の十五 国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の

九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の
規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の
停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施するこ
とが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うこ
とができる。 

２ 国土交通大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務
の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。 

３ 第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で
定める額の手数料を国に納付しなければならない。 

（報告） 
第四十一条の十六 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認める

ときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。 
（立入検査） 
第四十一条の十七 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認める
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ときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、
書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
（公示） 
第四十一条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければなら

ない。 
一 第四十一条の登録をしたとき。 
二 第四十一条の七の規定による届出があったとき。 
三 第四十一条の九の規定による届出があったとき。 
四 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じた

とき。 
五 第四十一条の十五の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又

は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 
（秘密保持義務） 
第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。 
（名称の使⽤制限） 
第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使⽤

してはならない。 
（国土交通省令への委任） 
第四十三条の二 この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他この節の施行に関し必

要な事項は、国土交通省令で定める。 
第五章 マンション管理業 
第一節 登録 
（登録） 
第四十四条 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登

録簿に登録を受けなければならない。 
２ マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。 
３ 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受け

なければならない。 
４ 更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対

する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまで
の間は、なお効⼒を有する。 

５ 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の
有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

（登録の申請） 
第四十五条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者（以下「登録申請者」

という。）は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 
一 商号、名称又は氏名及び住所 



二 事務所（本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。）
の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうか
の別 

三 法人である場合においては、その役員の氏名 
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である

場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名） 
五 第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務

主任者（同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。）の氏名 
２ 前項の登録申請書には、登録申請者が第四十七条各号のいずれにも該当しない者であること

を誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 
（登録の実施） 
第四十六条 国土交通大臣は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により

登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録し
なければならない。 

一 前条第一項各号に掲げる事項 
二 登録年月日及び登録番号 
２ 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通

知しなければならない。 
（登録の拒否） 
第四十七条 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請

書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記
載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
二 第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
三 マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合に

おいて、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの
日から二年を経過しないもの 

四 第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 
五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

二年を経過しない者 
六 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から二年を経過しない者 
七 暴⼒団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号

に規定する暴⼒団員又は同号に規定する暴⼒団員でなくなった日から五年を経過しない者（第十一
号において「暴⼒団員等」という。） 

八 心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定
めるもの 

九 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能⼒を有しない未成年者でその法定代理人（法
定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号のいずれかに該当するもの 

十 法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの 
十一 暴⼒団員等がその事業活動を支配する者 
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十二 事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者 
十三 マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合す

る財産的基礎を有しない者 
（登録事項の変更の届出） 
第四十八条 マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、

その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 
２ 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第九

号、第十号又は第十二号のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業
者登録簿に登録しなければならない。 

３ 第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準⽤する。 
（マンション管理業者登録簿等の閲覧） 
第四十九条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿

その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。 
（廃業等の届出） 
第五十条 マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、

当該各号に定める者は、その日（第一号の場合にあっては、その事実を知った日）から三十日以内
に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

一 死亡した場合 その相続人 
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 
三 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人 
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 
五 マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業

者であった法人を代表する役員 
２ マンション管理業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者

の登録は、その効⼒を失う。 
（登録の消除） 
第五十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効⼒を失ったときは、その登録

を消除しなければならない。 
（登録免許税及び手数料） 
第五十二条 第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定める

ところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘
案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなければならない。 

（無登録営業の禁止） 
第五十三条 マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。 
（名義貸しの禁止） 
第五十四条 マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませて

はならない。 
（国土交通省令への委任） 
第五十五条 この節に定めるもののほか、マンション管理業者の登録に関し必要な事項は、国土

交通省令で定める。 
第二節 管理業務主任者 



（管理業務主任者の設置） 
第五十六条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令

で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の⽤
に供する独立部分（区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。）が国土交通省令で
定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を
受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。 

２ 前項の場合において、マンション管理業者（法人である場合においては、その役員）が管理業
務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その
事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。 

３ マンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所
が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置
をとらなければならない。 

（試験） 
第五十七条 管理業務主任者試験（以下この節において「試験」という。）は、管理業務主任者と

して必要な知識について行う。 
２ 第七条第二項及び第八条から第十条までの規定は、試験について準⽤する。 
（指定試験機関の指定等） 
第五十八条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者（以下この

節において「指定試験機関」という。）に、試験の実施に関する事務（以下この節において「試験事
務」という。）を行わせることができる。 

２ 指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の
申請により行う。 

３ 第十一条第三項及び第四項並びに第十二条から第二十八条までの規定は、指定試験機関につ
いて準⽤する。この場合において、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外
の部分中「第二項」とあるのは「第五十八条第二項」と、第十六条第一項中「マンション管理士とし
て」とあるのは「管理業務主任者として」と、「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務
主任者試験委員」と、第二十四条第二項第七号、第二十五条第一項及び第二十八条第一号中「第十一
条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。 

（登録） 
第五十九条 試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験

を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能⼒を有すると認めた
ものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に
ついては、この限りでない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

二年を経過しない者 
三 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から二年を経過しない者 
四 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、そ

の取消しの日から二年を経過しない者 
五 第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに
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該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
六 第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、

その取消しの日から二年を経過しない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、
当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しない
もの） 

七 心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令
で定めるもの 

２ 前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省
令で定める事項を登載してするものとする。 

（管理業務主任者証の交付等） 
第六十条 前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国

土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。 
２ 管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一条の二において準⽤する第四十一

条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下この節において
「登録講習機関」という。）が国土交通省令で定めるところにより行う講習（以下この節において「講
習」という。）で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験
に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りで
ない。 

３ 管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。 
４ 管理業務主任者は、前条第一項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効⼒

を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。 
５ 管理業務主任者は、第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、

管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。 
６ 国土交通大臣は、前項の禁止の期間が満了した場合において、同項の規定により管理業務主

任者証を提出した者から返還の請求があったときは、直ちに、当該管理業務主任者証を返還しなけ
ればならない。 

（管理業務主任者証の有効期間の更新） 
第六十一条 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。 
２ 前条第二項本文の規定は管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、

同条第三項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準⽤する。 
（準⽤規定） 
第六十一条の二 第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準

⽤する。この場合において、第四十一条の二中「前条」とあるのは「第六十条第二項本文（前条第二
項において準⽤する場合を含む。以下同じ。）」と、第四十一条の三、第四十一条の五第一項、第四十
一条の十三第五号、第四十一条の十五第一項並びに第四十一条の十八第一号及び第四号中「第四十
一条の登録」とあるのは「第六十条第二項本文の登録」と、第四十一条の四中「別表第一」とあるの
は「別表第二」と、第四十一条の十第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と
読み替えるものとする。 

（登録事項の変更の届出等） 
第六十二条 第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、

遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 



２ 管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事
項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければ
ならない。 

（管理業務主任者証の提示） 
第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関

係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。 
（指示及び事務の禁止） 
第六十四条 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管

理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。 
一 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所

の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表
示をしたとき。 

二 他人に自己の名義の使⽤を許し、当該他人がその名義を使⽤して管理業務主任者である旨の
表示をしたとき。 

三 管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
２ 国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定に

よる指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任
者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 

（登録の取消し） 
第六十五条 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登

録を取り消さなければならない。 
一 第五十九条第一項各号（第五号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 
三 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。 
四 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務

の禁止の処分に違反したとき。 
２ 国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受け

ていないものが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 
一 第五十九条第一項各号（第五号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 
三 管理業務主任者としてすべき事務を行った場合（第七十八条の規定により事務所を代表する

者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。）であって、情状が特に重いとき。 
（登録の消除） 
第六十六条 国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録がその効⼒を失ったときは、その登録を

消除しなければならない。 
（報告） 
第六十七条 国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると

認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。 
（手数料） 
第六十八条 第五十九条第一項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期

間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に
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納付しなければならない。 
（国土交通省令への委任） 
第六十九条 この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登

録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 
第三節 業務 
（業務処理の原則） 
第七十条 マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 
（標識の掲示） 
第七十一条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令

で定める標識を掲げなければならない。 
（重要事項の説明等） 
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契

約（新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成す
るマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中
に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。）を締結しようとするとき（次項
に規定するときを除く。）は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当
該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主
任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの（以
下「重要事項」という。）について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管
理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等
及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面
を交付しなければならない。 

２ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更
新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対
し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。 

３ 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、
当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して
説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要
しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要
事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。 

４ 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主
任者証を提示しなければならない。 

５ マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するとき
は、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。 

６ マンション管理業者は、第一項、第二項及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代え
て、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理
組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使⽤する方法その
他の情報通信の技術を利⽤する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとし
て国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管
理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適⽤しない。 

７ マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところ



により、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を
電子情報処理組織を使⽤する方法その他の情報通信の技術を利⽤する方法であって第五項の規定に
よる措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができ
る。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させた
ものとみなし、同項の規定は、適⽤しない。 

（契約の成立時の書面の交付） 
第七十三条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契

約を締結したときは、当該管理組合の管理者等（当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者
等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成
するマンションの区分所有者等全員）に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付し
なければならない。 

一 管理事務の対象となるマンションの部分 
二 管理事務の内容及び実施方法（第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。） 
三 管理事務に要する費⽤並びにその支払の時期及び方法 
四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容 
五 契約期間に関する事項 
六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容 
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 
八 その他国土交通省令で定める事項 
２ マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任

者をして、当該書面に記名させなければならない。 
３ マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところによ

り、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、
当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使⽤する方法その他の情報通信の技術を利⽤する
方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものに
より提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付した
ものとみなし、同項の規定は、適⽤しない。 

（再委託の制限） 
第七十四条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務につい

ては、これを一括して他人に委託してはならない。 
（帳簿の作成等） 
第七十五条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省

令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 
（財産の分別管理） 
第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土

交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、
自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。 

（管理事務の報告） 
第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれてい

るときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をし
て、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 
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２ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき
は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンシ
ョンの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければな
らない。 

３ 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を
提示しなければならない。 

（管理業務主任者としてすべき事務の特例） 
第七十八条 マンション管理業者は、第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理

事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある
者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。 

（書類の閲覧） 
第七十九条 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理

業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の
求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 

（秘密保持義務） 
第八十条 マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。 
第四節 監督 
（指示） 
第八十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は

この法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができ
る。 

一 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与え
るおそれが大であるとき。 

二 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であると
き。 

三 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。 
四 管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、

マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。 
（業務停止命令） 
第八十二条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずる
ことができる。 

一 前条第三号又は第四号に該当するとき。 
二 第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三

項まで若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項若しくは第二項、第七
十九条、第八十条又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。 

三 前条の規定による指示に従わないとき。 
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。 
五 マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
六 営業に関し成年者と同一の行為能⼒を有しない未成年者である場合において、その法定代理



人（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が業務の停止をしようとするとき
以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

七 法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマン
ション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。 

（登録の取消し） 
第八十三条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の登録を取り消さなければならない。 
一 第四十七条第一号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するに至ったとき。 
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 
三 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令

に違反したとき。 
（監督処分の公告） 
第八十四条 国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めると

ころにより、その旨を公告しなければならない。 
（報告） 
第八十五条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認め

るときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。 
（立入検査） 
第八十六条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認め

るときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を
行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることがで
きる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
第五節 雑則 
（使⽤人等の秘密保持義務） 
第八十七条 マンション管理業者の使⽤人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの

管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者
の使⽤人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。 

（証明書の携帯等） 
第八十八条 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使⽤人その他の従業

者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させて
はならない。 

２ マンション管理業者の使⽤人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際
し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しな
ければならない。 

（登録の失効に伴う業務の結了） 
第八十九条 マンション管理業者の登録がその効⼒を失った場合には、当該マンション管理業者

であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務
を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。 
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（適⽤の除外） 
第九十条 この章の規定は、国及び地方公共団体には、適⽤しない。 
第六章 マンション管理適正化推進センター 
（指定） 
第九十一条 国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与すること

を目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務（以下「管理適正化業務」という。）に関
し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、マンショ
ン管理適正化推進センター（以下「センター」という。）として指定することができる。 

一 職員、管理適正化業務の実施の方法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する
計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 

二 前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的
な基礎を有するものであること。 

（業務） 
第九十二条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管

理者等その他の関係者に対し提供すること。 
二 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援

を行うこと。 
三 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこ

と。 
四 マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。 
五 マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。 
六 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。 
七 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。 
（センターの都道府県知事又は市町村⻑による技術的援助への協⼒） 
第九十二条の二 センターは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第

百六十三条第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村⻑から協⼒を要請
されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項又は第二百十六条第一
項に規定する技術的援助に関し協⼒するものとする。 

（センターへの情報提供等） 
第九十三条 国土交通大臣は、センターに対し、管理適正化業務の実施に関し必要な情報及び資

料の提供又は指導及び助言を行うものとする。 
（準⽤） 
第九十四条 第十二条から第十五条まで、第十八条第一項、第十九条から第二十三条まで、第二

十四条第二項、第二十五条、第二十八条（第五号を除く。）及び第二十九条の規定は、センターにつ
いて準⽤する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、
「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、第十二条中「名称又は主たる事務所」とあ
るのは「名称若しくは住所又は管理適正化業務を行う事務所」と、第十三条第二項中「指定試験機関
の役員」とあるのは「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、第十四条第一項中「事業計
画」とあるのは「管理適正化業務に係る事業計画」と、同条第二項中「事業報告書」とあるのは「管
理適正化業務に係る事業報告書」と、第二十四条第二項第一号中「第十一条第三項各号」とあるのは



「第九十一条各号」と、同項第七号及び第二十五条第一項中「第十一条第一項」とあるのは「第九十
一条」と、第二十八条中「その旨」とあるのは「その旨（第一号の場合にあっては、管理適正化業務
を行う事務所の所在地を含む。）」と、同条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第九十一条」と
読み替えるものとする。 

第七章 マンション管理業者の団体 
（指定） 
第九十五条 国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、か

つ、マンション管理業者を社員とする一般社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実
に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指
定することができる。 

２ 前項の指定を受けた法人（以下「指定法人」という。）は、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるため

の指導、勧告その他の業務を行うこと。 
二 社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。 
三 管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、

研修を行うこと。 
四 マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。 
五 前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務

を行うこと。 
３ 指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員であるマンショ

ン管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等か
ら受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証
する業務（以下「保証業務」という。）を行うことができる。 

（苦情の解決） 
第九十六条 指定法人は、管理組合等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があ

ったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、
当該社員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 

２ 指定法人は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に
対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 

３ 社員は、指定法人から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これ
を拒んではならない。 

４ 指定法人は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、社員に周知
させなければならない。 

（保証業務の承認等） 
第九十七条 指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定める

ところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 
２ 前項の承認を受けた指定法人は、保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け

出なければならない。 
（保証業務に係る契約の締結の制限） 
第九十八条 前条第一項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション

管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を
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超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。 
（保証業務に係る事業計画書等） 
第九十九条 第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計

画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に（承認を受けた日の属する事業年度にあっ
ては、その承認を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しよう
とするときも、同様とする。 

２ 第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年
度の保証業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

（改善命令） 
第百条 国土交通大臣は、指定法人の第九十五条第二項又は第三項の業務の運営に関し改善が必

要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずるこ
とができる。 

（指定の取消し） 
第百一条 国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取

り消すことができる。 
（報告及び立入検査） 
第百二条 第二十一条及び第二十二条の規定は、指定法人について準⽤する。この場合において、

これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第九十五条第二項及び第三項の業務の適正
な運営」と読み替えるものとする。 

第八章 雑則 
（設計図書の交付等） 
第百三条 宅地建物取引業者（宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第二条第三

号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみ
なされる者（信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第七十七条第
一項の政令で定める信託会社を含む。）を含む。以下同じ。）は、自ら売主として人の居住の⽤に供す
る独立部分がある建物（新たに建設された建物で人の居住の⽤に供したことがないものに限る。以
下同じ。）を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその附属施設の
管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又
はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の⽤に供する独立
部分がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう
努めなければならない。 

（権限の委任） 
第百四条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、そ

の一部を地方整備局⻑又は北海道開発局⻑に委任することができる。 
（町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理） 
第百四条の二 町村及びその⻑は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代

わってマンション管理適正化推進行政事務（第二章から第三章までの規定に基づく事務であって都
道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。）を処
理することができる。 

２ 町村及びその⻑が前項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理しようとする



ときは、当該町村の⻑は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなけれ
ばならない。 

３ 前項の規定による協議をした町村の⻑は、マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始
する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

４ 町村及びその⻑が第一項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理する場合に
おけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 

（国土交通省令への委任） 
第百四条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施

行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 
（経過措置） 
第百五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、

その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経
過措置を含む。）を定めることができる。 

第九章 罰則 
第百六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁

刑又は五十万円以下の罰金に処する。 
一 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けたとき。 
二 第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。 
三 第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。 
四 第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。 
第百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処

する。 
一 第五条の六、第五条の二十二第二項又は第十八条第一項（第三十八条、第五十八条第三項及

び第九十四条において準⽤する場合を含む。）の規定に違反した者 
二 第四十二条の規定に違反した者 
２ 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 
第百八条 第二十四条第二項（第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準⽤する

場合を含む。）の規定による試験事務（第十一条第一項に規定する試験事務及び第五十八条第一項に
規定する試験事務をいう。第百十条において同じ。）、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命
令又は第四十一条の十三（第六十一条の二において準⽤する場合を含む。）の規定による講習事務（第
四十一条の二に規定する講習事務及び第六十一条の二において準⽤する第四十一条の二に規定する
講習事務をいう。第百十条において同じ。）の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指
定試験機関（第十一条第一項に規定する指定試験機関及び第五十八条第一項に規定する指定試験機
関をいう。第百十条において同じ。）、指定登録機関、登録講習機関（第四十一条に規定する登録講習
機関及び第六十条第二項本文に規定する登録講習機関をいう。第百十条において同じ。）又はセンタ
ーの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 

第百九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の
罰金に処する。 

一 第五条の十八、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。 

二 第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使⽤の停止を命ぜられた者が、当
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該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使⽤したとき。 
三 第四十三条の規定に違反したとき。 
四 第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
五 第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。 
六 第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記

載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法によ
り提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。 

七 第七十三条第二項の規定による記名のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対
し交付したとき。 

八 第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。 
九 第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質

問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 
十 第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。 
十一 第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定

による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算
書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。 

２ 前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 
第百十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録

機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 第十九条（第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準⽤する場合を含む。）又

は第四十一条の十四（第六十一条の二において準⽤する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備え
ず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 

二 第二十一条（第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準⽤する場
合を含む。）又は第四十一条の十六（第六十一条の二において準⽤する場合を含む。）の規定による
報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

三 第二十二条第一項（第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準⽤
する場合を含む。）又は第四十一条の十七第一項（第六十一条の二において準⽤する場合を含む。）
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若
しくは虚偽の陳述をしたとき。 

四 第二十三条第一項（第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準⽤する場合を
含む。）の許可を受けないで、又は第四十一条の九（第六十一条の二において準⽤する場合を含む。）
の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務又は管理適正化業務の全部を廃止し
たとき。 

第百十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使⽤人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関して、第百六条、第百九条第一項（第二号、第三号及び第八号を除く。）の違反行為
をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第百十二条 第四十一条の十第一項（第六十一条の二において準⽤する場合を含む。）の規定に違
反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載
をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号（第六十一条の二において準⽤する場
合を含む。）の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。 

第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 



一 第五条の二第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しく
は虚偽の陳述をした者 

二 第五十条第一項の規定による届出を怠った者 
三 第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した

者 
四 第七十一条の規定による標識を掲げない者 
附 則 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 
（経過措置） 
第二条 この法律の施行の際現にマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使⽤している者

については、第四十三条の規定は、この法律の施行後九月間は、適⽤しない。 
第三条 第七十二条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこ

の法律の施行の日から起算して一月を経過する日前に締結されるものについては、適⽤しない。 
２ 第七十三条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法

律の施行前に締結されたものについては、適⽤しない。 
３ 第七十七条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法

律の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、その契約期間が満了するまでの間
は、適⽤しない。 

４ 第百三条第一項の規定は、この法律の施行前に建設工事が完了した建物の分譲については、
適⽤しない。 

第四条 この法律の施行の際現にマンション管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から
九月間（当該期間内に第四十七条の規定に基づく登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定
により読み替えて適⽤される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられたときは、
当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間）は、第四十四条第一項の登録を受けな
いでも、引き続きマンション管理業を営むことができる。その者がその期間内に第四十五条第一項
の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録
又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 

２ 前項の規定により引き続きマンション管理業を営むことができる場合においては、その者を
第四十四条第一項の登録を受けたマンション管理業者と、その事務所（第四十五条第一項第二号に
規定する事務所をいう。）を代表する者、これに準ずる地位にある者その他国土交通省令で定める者
を管理業務主任者とみなして、第五十六条（第一項ただし書を除く。）、第七十条、第七十二条第一項
から第三項まで及び第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項及び第二項、第七
十九条、第八十条、第八十一条（第四号を除く。）、第八十二条、第八十三条（第二号を除く。）並び
に第八十五条から第八十九条までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）並びに前条第一項から
第三項までの規定を適⽤する。この場合において、第五十六条第一項中「事務所の規模を考慮して
国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者」とあるのは「成年者である専任の
管理業務主任者」と、同条第三項中「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とある
のは「この法律の施行の際事務所が同項の規定に抵触するときはこの法律の施行の日から、既存の
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事務所が同項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、第八十二条第一号中「前条第三号
又は第四号」とあるのは「前条第三号」と、同条第二号中「第四十八条第一項、第五十四条、第五十
六条第三項、第七十一条」とあるのは「第五十六条第三項」と、第八十三条中「その登録を取り消さ
なければならない」とあるのは「マンション管理業の廃止を命ずることができる」と、第八十九条中
「マンション管理業者の登録がその効⼒を失った場合には」とあるのは「第五十条第一項各号のい
ずれかに該当することとなった場合又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適⽤される第八
十三条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられた場合には」と、第百六条第四号中「第八
十二条の規定による業務の停止の命令に違反して」とあるのは「第八十二条の規定による業務の停
止の命令又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適⽤される第八十三条の規定によるマンシ
ョン管理業の廃止の命令に違反して」とする。 

３ 前項の規定により読み替えて適⽤される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止が
命ぜられた場合における第三十条第一項第六号、第四十七条第二号及び第三号並びに第五十九条第
一項第六号の規定の適⽤については、当該廃止の命令をマンション管理業者の登録の取消しの処分
と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。 

第五条 国土交通省令で定めるところによりマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有す
ると認められる者でこの法律の施行の日から九月を経過する日までに国土交通大臣が指定する講習
会の課程を修了したものは、第五十九条第一項に規定する試験に合格した者で管理事務に関し国土
交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するものとみなす。この場合における第六十条第二項
ただし書の規定の適⽤については、同項中「試験に合格した日」とあるのは、「附則第五条に規定す
る国土交通大臣が指定する講習会の課程を修了した日」とする。 

（検討） 
第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
別表第一（第四十一条の四関係） 

科目 講師 
一 マンションの管理に関する法
令及び実務に関する科目（四の項に
掲げる科目を除く。） 
 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大
学（以下「大学」という。）において⺠事法学、行政法学若
しくは会計学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、
又はこれらの職にあった者 
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 

二 管理組合の運営の円滑化に関
する科目 

一 大学において⺠事法学を担当する教授若しくは准教授
の職にあり、又はこれらの職にあった者 
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 

三 マンションの建物及び附属施
設の構造及び設備に関する科目 

一 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の
職にあり、又はこれらの職にあった者 
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 

四 この法律に関する科目 一 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授
の職にあり、又はこれらの職にあった者 
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 

 
 



 
 
別表第二（第六十一条の二関係） 

科目 講師 
一 この法律その他関係法令に関
する科目 
二 管理事務の委託契約に関する
科目 

一 弁護士 
二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者として
マンション管理業に従事している者 
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 

三 管理組合の会計の収入及び支
出の調定並びに出納に関する科目 

一 公認会計士 
二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者として
マンション管理業に従事している者 
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 

四 マンションの建物及び附属設
備の維持又は修繕に関する企画又
は実施の調整に関する科目 

一 一級建築士 
二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者として
マンション管理業に従事している者 
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 
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３ 関連調査 

空家等対策計画 

郡山市空家等実態調査（平成 28 年度） 

（１）調査目的 

郡山市の空き家（空家等対策の推進に関する特別措置法第２条に基づくものをいう。）の実態を把
握し、空き家の適正管理や利活⽤などの施策検討の基礎資料とするため、実態調査を行った。 
 

 
 

 

（２）調査方法 

 ・水道閉栓情報及び住宅地図空き家情報により対象を抽出…………………(5,317 棟) 

・道路から外観目視により現地調査を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現地調査により空き家の可能性が高いとした建物…………………………(2,117 棟) 

・所有者意向調査を実施 

 

 

 

 

空き家とした建物………………………………………………………………(1,746 棟) 

・データベース作成 

 

 

 

 

  

対象：郡山市全域 

時期：平成 28 年 7 月 15 日から平成 29 年 2 月 28 日まで 

参考：平成 25 年度住宅土地統計調査による空き家数  17,220 戸 

１年以上使用していない水道閉栓情報による数   9,839 戸 

居住が明らかなもの等は除外し、以下の項目により空き家と推定 

・郵便受けが塞がれている ・庭木・草の手入れがなされていない 

・電気メーターがない   ・カーテンがない 

・窓ガラスが破損している ・雨戸を完全に閉めている等 

空き家ではないと回答があったもの等を除外 

郡山市の空き家数 1,746 棟 

市内の建物総数152,782棟 空き家率1.1% 

(1,746 棟/152,782 棟=1.1%) 



（３）現地調査 

① 空き家の地区別内訳（1,746 棟） 

 
 

② 現地調査による不良度ランクの分類 

不良度ランク 内容 

F 不良 主体構造部に損傷があるか、数箇所に損傷等が見受けられ、中～大規模

な修繕等が必要 E 

D 

C 数箇所に損傷等が見受けられ、小規模な修繕等が必要 

B 一部に損傷等が見受けられる 

A  良  特に損傷等がない 

 

国交省の「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライ
ン）」、「空き家再生等推進事業等における外観目視による住宅の不良度判定の手引き」を参考 
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－参考－ 

郡山市の宅地に占める

空き家の割合は約 1％ 

宅地面積約 5,800ha 

空き家の敷地面積 

約 57ha  
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③ 現地調査による不良度ランク（1,746 棟）の現状等 

喜久田、熱海地区でランク D 以上の割合が低くなっており、三穂田、田村地区で他と比べると
ランク D 以上の割合が高くなっている。 
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ち所有者意向調査の

回答有 122 件 

（回答率 29.7％） 
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D16 
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不良度ランクと築年数の関係では、築年数が経過するほど不良度が高くなる傾向がみられる。 
 

 
 

市外の所有者の方がランクＡの割合が若干高く、ランクＤが低いが、所有者が市内市外で大き
な違いはみられない。 

 

 
 

所有者意向調査の回答ありの方がランクＡの割合が若干高いが、回答ありなしで不良度ランク
の割合に大きな違いはみられない。 
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所有者意向調査の回答における空き家バンク等の利活⽤の窓口を利⽤する気はないでランクＡ
の割合が若干高く、ランクＣが低いが、利⽤意向別で不良度ランクの割合に大きな違いはみられ
ない。 

 

 
 

外壁の損傷、草木のはみ出し・繁茂等が多い結果となっている。 
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所有者意向調査（平成 28 年度） 

郡山市空家等実態調査の現地調査に基づき、空き家の可能性が高いとした建物 2,117 棟について、
登記簿情報の無いもの等を除いた 1,983 件にアンケートを送付調査票発送 

（アンケート送付…H28.12.22 回答締め切り…H29.1.10） 
発送 1,983 件 回答有 796 件（回答率 40.1％） 

 

 

所有者意向調査の回答状況 

 

相続、賃借人が退去、住んでいた方が亡くなったとの理由が多い。 
その他では物置として使⽤、別に居所がある、震災により損傷等の理由があった。 

 

 
 

売却又は賃貸の準備中、自ら使う予定、理由なし、解体すると固定資産税が上がるとの理由が
多い。その他では解体予定、物置に使⽤中、解体費がかかる、調整区域で売れない等の理由があっ
た。 
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空き家となった理由
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4

26
40

51
54
62
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70

103

その他
土地が公共用地等になることが決まっている

相続手続きが滞っている
関係者が居住等に使う予定がある

思い入れがあるのでそのままにしておきたい
売却又は賃貸するができなかった

特に理由はなく、なんとなく
建物を取り壊すと土地の固定資産税が上がる

自ら居住等に使う予定がある
売却又は賃貸するため、準備中

空き家が続いている理由

(件) 

(件) 

売却又は賃貸することができなかった 

子供のために新築したが、別で居住 
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解体の費⽤、管理の手間、修繕の費⽤がかかるとの回答が多い。 
その他では困っていることは無いとの回答が多い。 

 

 
 

借り手、買い手がみつかれば、解体費⽤の補助があればとの回答が多い。 
その他では物置に使⽤中、家財の整理、除染の進捗等の回答があった。 

 

 
 

費⽤をかけて利活⽤したくない、他人に貸し出したくない、貸し出し/売れるとは思わないとの
回答が多い。その他では解体予定、今後使⽤するとの回答が多い。 

 

 
 

 

75

25

31

55

68

90

153

165

その他

管理を頼める人がいない

相続関係の問題がある

遠方に住んでおり把握できない

借り手、買い手がいない

修繕したいが費用がかかる

雑草の手入れ等管理の手間がかかる

解体したいが費用がかかる

建物について困っていること

38

19

52

58

60

113

159

その他

貸し出し後は自分で利用できるなら

利益が確保できれば

修繕費用の目途が立てば

修繕費用の補助があれば

解体費用の補助があれば

借り手、買い手がみつかれば

利活用するための条件

47

11

12

21

36

39

56

その他

相続等、権利関係に問題がある

何から始めたらよいかわからない

資産として保有しておきたい

貸し出し/売れるとは思わない

他人に貸し出したくない

費用をかけて利活用したくない

利活用したくない理由

(件) 

(件) 

(件) 



利⽤したい、検討したいが 66％となっており、約 3 分の 2 が利活⽤の窓口利⽤に前向きな回答
となっている。 

 

 
  

96

22%

193

44%

146

34%

空き家バンク等の利活用の窓口を設置する場合

利用したい

検討したい

利用する気はない
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マンション管理適正化推進計画 

郡山市マンション管理状況アンケート調査（令和 4～5 年度） 

（１）調査概要 

① 調査の目的 

現在、高経年マンションの増加に伴い老朽化等の課題を抱える分譲マンションが全国的に増加傾
向にあり、マンションの適正な維持管理が課題となっている。 

これらの課題に対処するため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく「郡山市
マンション管理適正化推進計画」の策定が必要であり、その計画の基礎資料とするために、本市内
の分譲マンションを対象に管理状況等についてのアンケートを実施した。 
② 調査の対象 

 １４８件 
③ 調査期間 

 令和５年３月１日（水）〜令和５年５月１２日（金） 
④ 回答方法 

 郵送又は窓口持参のいずれかの方法で回答。 
⑤ 回答率 

 ８２．４％（発送数：１４８件、回答数：１２２件） 
⑥ その他 

 下記の要件をすべて満たすマンション数 ４６棟 
（１） 新築された日から２０年以上が経過している 
（２） 総⼾数が１０⼾以上 
（３） 過去に⻑寿命化工事を行っている 
（４） ⻑期修繕計画を作成している 
（５） ⻑期修繕計画期間が３０年以上 
（６） ２回以上の大規模修繕工事を含む計画を作成している 
 

  



（２）マンション竣工年 

市内にあるマンションは、約 150 棟です。 
1990 年代に建てられたものがもっとも多く、次に多い 2000 年から 2009 年までに建てられたマ

ンションを含めると、70％近くを占めます。 
令和 4 年度現在、1989 年以前に建てられた築 36 年以上のマンションは 15％ですが、1990 年代

に建てられたマンションは 2030 年以降に築 40 年となるため、今後高経年のマンションが急増しま
す。 
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（３）マンションの長期修繕計画の作成状況について 

80％以上のマンションで大規模修繕工事を含む計画を作成していますが、作成していない、また
は修繕計画が不明なマンションがあります。 
 

 
 

（４）マンションの大規模修繕工事の実施状況について 

75％のマンションで大規模修繕工事を実施しているが、25％のマンションでは実施したことがな
い、または不明です。 

実施したことがないマンションには、築年数の浅いマンションも含まれていることから、築年数
の経過したマンションで修繕工事を行っていないマンションは、⻑期修繕計画を作成していない
15％程度と考えられます。 
 

 
 

  



（５）将来の管理組合運営上の不安や課題 

将来的な不安や課題として「居住者の高齢化」、「区分所有者の高齢化」、「管理組合における役員
の担い手不足」、「修繕積立金の不足」、「建物の老朽化」の割合が高いため、今後は建物の高経年化に
よる修繕や居住者の高齢化への対応が必要になると考えられます。 
 

 


